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１ はじめに 
 
 公益財団法人地域社会振興財団（以下「財団」という。）は、住民の日常生活圏域である地域社

会における各種問題について基礎的総合的研究等を行うとともに、地域社会に対する施策を推進

し、もって地域社会における住民の健康及び福祉の向上並びに文化の振興を図り、地方自治の基

盤の充実に寄与するための各種事業を積極的に行っているところです。 

 長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業は、栃木県から発行される地域医療等振興自治宝

くじ（通称：レインボーくじ）の収益金をその財源とし、各都道府県及び市(区)町村が高齢社会

対策大綱（平成 24 年 9 月 7 日閣議決定）の実現に資するために行う「長寿社会づくりソフト事

業」に対し、交付金を交付することを目的に平成元年から実施しています。 
 
   高齢社会対策大綱の基本理念 
 
 (1) 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正 

で活力ある社会を構築する。 
 (2) 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯 

の精神に立脚して形成される社会を構築する。 
 (3) 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会を構築する。 
 

 

 

２ 交付対象事業 
 
 交付対象事業は、都道府県及び市(区)町村が高齢社会対策大綱の実現に資するために行う「長

寿社会づくりソフト事業」で、事業の目的、性格等により「一般事業」と「特定事業」に区分し

ています。 

  「一般事業」………都道府県が実施する事業 

  「特定事業」………市(区)町村が実施する事業（一部の事業は、都道府県分を含みます。） 

 
 ＊ 交付対象事業の実施期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの単年度事業とします。 
＊ 交付対象事業は、都道府県又は市(区)町村の行う単独事業とします。 

（国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象になりません。） 

※ 

平成 元年度～平成 8 年度 「長寿社会対策大綱」（昭和 61 年 6 月 6 日閣議決定） 

平成 9 年度～平成 14 年度 「高齢社会対策大綱」（平成 8 年 7 月 5 日閣議決定） 

平成 15 年度～平成 23 年度 「高齢社会対策大綱」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定） 

平成 24 年度～ 「高齢社会対策大綱」（平成 24 年 9 月 7 日閣議決定） 

※ 

 

 

平成３０年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業に関する日程表 

区 分 一 般 事 業 特 定 事 業 

平

成

29

年 

10 月 

交付金審査会 

都道府県別交付金配分額 

算定方法の決定 

 

交付金審査会 

（事業内容の決定） 

 

 

11 月 
算定方法の通知 

交付の内示（概算額） 

募集の開始 

［交付申請］ 

都道府県にてとりまとめ 

12 月  募集の締め切り 

平

成

30

年 

1 月 
  

2 月   
 

3 月   交付の内示 

4 月     

5 月     

6 月     

7 月     

8 月     

9 月     

10 月     

11 月     

12 月 交付の内示（精算額） 交付の決定 

平

成

31

年 

1 月 ［交付申請］   

2 月 交付の決定   

3 月 
[実績報告及び交付請求] 

交付金の交付 

[実績報告及び交付請求] 

交付金の交付 
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１ はじめに 
 
 公益財団法人地域社会振興財団（以下「財団」という。）は、住民の日常生活圏域である地域社

会における各種問題について基礎的総合的研究等を行うとともに、地域社会に対する施策を推進

し、もって地域社会における住民の健康及び福祉の向上並びに文化の振興を図り、地方自治の基

盤の充実に寄与するための各種事業を積極的に行っているところです。 

 長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業は、栃木県から発行される地域医療等振興自治宝

くじ（通称：レインボーくじ）の収益金をその財源とし、各都道府県及び市(区)町村が高齢社会

対策大綱（平成 24 年 9 月 7 日閣議決定）の実現に資するために行う「長寿社会づくりソフト事

業」に対し、交付金を交付することを目的に平成元年から実施しています。 
 
   高齢社会対策大綱の基本理念 
 
 (1) 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正 

で活力ある社会を構築する。 
 (2) 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯 

の精神に立脚して形成される社会を構築する。 
 (3) 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会を構築する。 
 

 

 

２ 交付対象事業 
 
 交付対象事業は、都道府県及び市(区)町村が高齢社会対策大綱の実現に資するために行う「長

寿社会づくりソフト事業」で、事業の目的、性格等により「一般事業」と「特定事業」に区分し

ています。 

  「一般事業」………都道府県が実施する事業 

  「特定事業」………市(区)町村が実施する事業（一部の事業は、都道府県分を含みます。） 

 
 ＊ 交付対象事業の実施期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの単年度事業とします。 
＊ 交付対象事業は、都道府県又は市(区)町村の行う単独事業とします。 

（国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象になりません。） 

※ 

平成 元年度～平成 8 年度 「長寿社会対策大綱」（昭和 61 年 6 月 6 日閣議決定） 

平成 9 年度～平成 14 年度 「高齢社会対策大綱」（平成 8 年 7 月 5 日閣議決定） 

平成 15 年度～平成 23 年度 「高齢社会対策大綱」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定） 

平成 24 年度～ 「高齢社会対策大綱」（平成 24 年 9 月 7 日閣議決定） 

※ 



 

３ 一般事業 

 
 [1] 事業の内容について 

    一般事業は、都道府県が自主的な判断に基づいて行う事業等であって、高齢社会対策大 
   綱の実現に資するものと認められる特定事業以外の事業を広く対象とします。 
    （「別表：一般事業使途分類表」参照） 
 
 [2] 交付金の算定方法について 

    地域医療等振興事業費交付金交付事業実施規程（平成元年 9 月 1 日制定。以下「規程」

という。）第 6 条に基づき地域医療等振興事業費交付金審査会（以下「審査会」という。）

の意見を聴いて交付金配分額の算定方法を決定し、平成 29 年 11 月に都道府県に通知しま

す。 
 
 [3] 交付金の内示について 

    [2]の算定方法に基づき各都道府県ごとに配分額を算定し、概算額として平成 29 年 11 
   月に、精算額（地域医療等振興自治宝くじの収益金が確定した後に算出した額）として 
   平成 30 年 12 月を目途に内示します。 
 
 [4] 交付申請の方法と時期について 

    [3]の精算額内示に基づいて都道府県は、「長寿社会づくりソフト事業費交付金（一般事 
   業）交付申請書」（様式第 2 号）1 部を財団総務課宛に提出してください。なお、提出期限

については、改めて通知いたします。 
 
 [5] 交付決定について 

    財団では、各都道府県から提出された交付申請書に基づいて、一般事業に係る交付金を

決定し、当該都道府県に交付決定通知書を送付します。 
 
 [6] 実績報告書・交付請求書の提出について 

    この交付金を受けて実施する「一般事業」は、当該年度内に事業完了していただくこと 
   になりますが、これらの事業に係る交付金は、年度末に精算払いとしますので、当該事業 
   が完了後、速やかにそれぞれの事業ごとに「長寿社会づくりソフト事業費交付金（一般事 
   業）実績報告書」（様式第 4 号）1 部及び「長寿社会づくりソフト事業費交付金交付請求書」

（様式第 5 号）1 部を財団総務課に平成 31 年 3 月 1 日（金）までに提出してください。 
   ※期限厳守でお願いします。 
 
 [7] 交付金の交付について 

    財団では、都道府県から提出された実績報告書を審査し、事業が適正に行われたことを 
   確認したときは、交付請求書に基づき交付金を平成 31 年 3 月末日に交付します。 

 

別表【一般事業使途分類表】 
分類

番号
申 請 事 業 区 分 具 体 的 な 事 業 例

　中高年齢者の雇用促進事業

　現役勤労世代の活力向上推進事業

　高齢者の雇用･就業の場の維持、拡大推進事業

　高齢者の能力活用事業

　シルバー人材センター事業　等

　健康ネットワーク活動事業

　健康づくり食生活普及事業

　健康運動医学推進事業

　介護予防推進事業　等

　高齢者介護サービス体制整備支援事業

　要介護者実態調査支援事業　等

　休日、夜間当番医の運営事業

　救急医療機関活動事業

　地域歯科医療確保対策事業

　地域保健対策

　地域医療支援事業　等

　在宅福祉対策事業

　認知性高齢者等対策事業

　在宅介護支援事業

　福祉情報ネットワーク整備事業

　高齢者大学開設事業

　高齢者社会参加活動促進事業

　世代間交流の促進事業

　各種ボランティア活動推進事業

　生涯学習ふれあい事業

　高齢者スポーツ振興　等

　住宅の供給促進事業

　高齢者用住宅システム開発事業

　高齢者交通安全対策事業

　高齢者の保護(バリアフリー)体制づくり事業

　緑地公園等の整備計画事業　等

　高齢者の健康確保研究開発事業

　高齢者の生活と活動を支える研究開発事業

　研究者の養成事業

　研究開発支援体制事業　等

　若年者雇用対策推進事業

　雇用・就業における女性の能力発揮推進事業

　非正規雇用労働者対策推進事業

　子ども・子育て支援施策の総合的推進事業　等

　高齢化社会対策計画策定事業

　長寿社会を考える「県民の集い」開催事業　等

①
雇 用 ・ 就 業
対 策 事 業

②
健 康 づ く り
推 進 事 業

③
介 護 保 険 等
整 備 推 進 事 業

④ 医 療 対 策 事 業

⑤ 福 祉 対 策 事 業

⑥
学 習 ・ 社 会 参 加
活 動 促 進 事 業

⑩
その他（上記区分に該当しない長寿社会対

策 推 進 事 業 に 関 す る 事 業 ）

⑦
住 宅 ・ 生 活
環 境 事 業

⑧
市 場 活 性 化 ・
研 究 開 発 推 進
の た め の 事 業

⑨

全 世 代 参 加 型
社 会 推 進 の
た め の 事 業
( 新 規 )

 

一 

般 

事 

業
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３ 一般事業 

 
 [1] 事業の内容について 

    一般事業は、都道府県が自主的な判断に基づいて行う事業等であって、高齢社会対策大 
   綱の実現に資するものと認められる特定事業以外の事業を広く対象とします。 
    （「別表：一般事業使途分類表」参照） 
 
 [2] 交付金の算定方法について 

    地域医療等振興事業費交付金交付事業実施規程（平成元年 9 月 1 日制定。以下「規程」

という。）第 6 条に基づき地域医療等振興事業費交付金審査会（以下「審査会」という。）

の意見を聴いて交付金配分額の算定方法を決定し、平成 29 年 11 月に都道府県に通知しま

す。 
 
 [3] 交付金の内示について 

    [2]の算定方法に基づき各都道府県ごとに配分額を算定し、概算額として平成 29 年 11 
   月に、精算額（地域医療等振興自治宝くじの収益金が確定した後に算出した額）として 
   平成 30 年 12 月を目途に内示します。 
 
 [4] 交付申請の方法と時期について 

    [3]の精算額内示に基づいて都道府県は、「長寿社会づくりソフト事業費交付金（一般事 
   業）交付申請書」（様式第 2 号）1 部を財団総務課宛に提出してください。なお、提出期限

については、改めて通知いたします。 
 
 [5] 交付決定について 

    財団では、各都道府県から提出された交付申請書に基づいて、一般事業に係る交付金を

決定し、当該都道府県に交付決定通知書を送付します。 
 
 [6] 実績報告書・交付請求書の提出について 

    この交付金を受けて実施する「一般事業」は、当該年度内に事業完了していただくこと 
   になりますが、これらの事業に係る交付金は、年度末に精算払いとしますので、当該事業 
   が完了後、速やかにそれぞれの事業ごとに「長寿社会づくりソフト事業費交付金（一般事 
   業）実績報告書」（様式第 4 号）1 部及び「長寿社会づくりソフト事業費交付金交付請求書」

（様式第 5 号）1 部を財団総務課に平成 31 年 3 月 1 日（金）までに提出してください。 
   ※期限厳守でお願いします。 
 
 [7] 交付金の交付について 

    財団では、都道府県から提出された実績報告書を審査し、事業が適正に行われたことを 
   確認したときは、交付請求書に基づき交付金を平成 31 年 3 月末日に交付します。 

 

別表【一般事業使途分類表】 
分類

番号
申 請 事 業 区 分 具 体 的 な 事 業 例

　中高年齢者の雇用促進事業

　現役勤労世代の活力向上推進事業

　高齢者の雇用･就業の場の維持、拡大推進事業

　高齢者の能力活用事業

　シルバー人材センター事業　等

　健康ネットワーク活動事業

　健康づくり食生活普及事業

　健康運動医学推進事業

　介護予防推進事業　等

　高齢者介護サービス体制整備支援事業

　要介護者実態調査支援事業　等

　休日、夜間当番医の運営事業

　救急医療機関活動事業

　地域歯科医療確保対策事業

　地域保健対策

　地域医療支援事業　等

　在宅福祉対策事業

　認知性高齢者等対策事業

　在宅介護支援事業

　福祉情報ネットワーク整備事業

　高齢者大学開設事業

　高齢者社会参加活動促進事業

　世代間交流の促進事業

　各種ボランティア活動推進事業

　生涯学習ふれあい事業

　高齢者スポーツ振興　等

　住宅の供給促進事業

　高齢者用住宅システム開発事業

　高齢者交通安全対策事業

　高齢者の保護(バリアフリー)体制づくり事業

　緑地公園等の整備計画事業　等

　高齢者の健康確保研究開発事業

　高齢者の生活と活動を支える研究開発事業

　研究者の養成事業

　研究開発支援体制事業　等

　若年者雇用対策推進事業

　雇用・就業における女性の能力発揮推進事業

　非正規雇用労働者対策推進事業

　子ども・子育て支援施策の総合的推進事業　等

　高齢化社会対策計画策定事業

　長寿社会を考える「県民の集い」開催事業　等

①
雇 用 ・ 就 業
対 策 事 業

②
健 康 づ く り
推 進 事 業

③
介 護 保 険 等
整 備 推 進 事 業

④ 医 療 対 策 事 業

⑤ 福 祉 対 策 事 業

⑥
学 習 ・ 社 会 参 加
活 動 促 進 事 業

⑩
その他（上記区分に該当しない長寿社会対

策 推 進 事 業 に 関 す る 事 業 ）

⑦
住 宅 ・ 生 活
環 境 事 業

⑧
市 場 活 性 化 ・
研 究 開 発 推 進
の た め の 事 業

⑨

全 世 代 参 加 型
社 会 推 進 の
た め の 事 業
( 新 規 )

 

全 世 代 参 加 型
社 会 推 進 の
た め の 事 業

一 

般 

事 

業
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（別紙 1） 
 

高齢化社会問題調査研究事業計画概要 

 

 

 １ 目  的 

 

       ※実施する事業の目的について、具体的に記入してください。 

 

 

 ２ 計  画 

 

(1) 地域で抱える高齢化社会の諸問題を実態調査する。 

(2) 長寿社会をテーマとする講演会及びシンポジウムを開催する。 

(3) 社会福祉法人及び各種団体の職員を対象に研修会を実施する。 

    (4) 積極的に高齢化対策に取り組んでいる地域を視察する。 

 

       ※実施する事業の計画内容について、記入してください。 

 

 

 ３ 実施方法 

 

          直轄事業（委託を含む）・補助事業   

 

※いずれかを○で囲んでください。 

 

 

 ４ 使途分類 
 
          ⑦ 
 
       ※別表【一般事業使途分類表】により、該当する分類番号を一つ、 

もしくは重複する使途分類がいくつかある場合は主たる分類番号 
を先頭に記入してください。 

 

（注）“別紙 2”～“別紙 4”の作成要領は省略しますが、申請される際は事業ごとに作成してください。 

 

[8] 「交付申請書」作成要領 

 
様式第 2 号 

○○○第 号 
平成 年 月 日 

 
 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 
 

○○○知事   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金（一般事業）交付申請書 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業に係る一般事業交付金 41,400 千円を交付

されるよう地域医療等振興事業費交付金交付事業実施規程第 7 条関係書類を添えて申請します。 
 
 事 業 計 画 

                                     （単位：千円） 

番

号 
事業 
区分 

事業の名称 事業計画概要 総事業費 
財源内訳 摘 

要 交 付 金 自己負担金 

 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 

 
⑦ 
 
 

⑧ 
 
 

③ 
 
 

④ 

 
高齢化社会問題 
調査研究事業 
 
ねたきり老人 
実態調査事業 
 
高齢者生きがい 
健康づくり事業 
 
地域医療支援 
事業 
 

 
別紙 1 のとおり 
 
 
別紙 2 のとおり 
 
 
別紙 3 のとおり 
 
 
別紙 4 のとおり 

 
11,000 

 
 

12,000 
 
 

16,000 
 
 

5,500 

 
10,000 

 
 

11,000 
 
 

15,400 
 
 

5,000 

 
1,000 

 
 

1,000 
 
 

600 
 
 

500 
 

 
委託 
事業 

 
委託 
事業 

 
補助 
事業 

 
 

合   計 44,500 41,400 3,100  

 
（注） 1 この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 
    2 事業区分は、当該年度に選定した一般事業の区分記号を記入してください。 
    3 他の団体に対し委託、補助等を行うときは、摘要欄にその事項を記入して下さい。 

※事業区分には、別表【一般事業使途分類表】の該当する分類番号を丸数字で記入してください。 

（複数ある場合は、主たる番号 1 つを記入してください。） 

※交付申請額は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 
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（別紙 1） 
 

高齢化社会問題調査研究事業計画概要 

 

 

 １ 目  的 

 

       ※実施する事業の目的について、具体的に記入してください。 

 

 

 ２ 計  画 

 

(1) 地域で抱える高齢化社会の諸問題を実態調査する。 

(2) 長寿社会をテーマとする講演会及びシンポジウムを開催する。 

(3) 社会福祉法人及び各種団体の職員を対象に研修会を実施する。 

    (4) 積極的に高齢化対策に取り組んでいる地域を視察する。 

 

       ※実施する事業の計画内容について、記入してください。 

 

 

 ３ 実施方法 

 

          直轄事業（委託を含む）・補助事業   

 

※いずれかを○で囲んでください。 

 

 

 ４ 使途分類 
 
          ⑦ 
 
       ※別表【一般事業使途分類表】により、該当する分類番号を一つ、 

もしくは重複する使途分類がいくつかある場合は主たる分類番号 
を先頭に記入してください。 

 

（注）“別紙 2”～“別紙 4”の作成要領は省略しますが、申請される際は事業ごとに作成してください。 

 

[8] 「交付申請書」作成要領 

 
様式第 2 号 

○○○第 号 
平成 年 月 日 

 
 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 
 

○○○知事   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金（一般事業）交付申請書 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業に係る一般事業交付金 41,400 千円を交付

されるよう地域医療等振興事業費交付金交付事業実施規程第 7 条関係書類を添えて申請します。 
 
 事 業 計 画 

                                     （単位：千円） 

番

号 
事業 
区分 

事業の名称 事業計画概要 総事業費 
財源内訳 摘 

要 交 付 金 自己負担金 

 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 

 
⑦ 
 
 

⑧ 
 
 

③ 
 
 

④ 

 
高齢化社会問題 
調査研究事業 
 
ねたきり老人 
実態調査事業 
 
高齢者生きがい 
健康づくり事業 
 
地域医療支援 
事業 
 

 
別紙 1 のとおり 
 
 
別紙 2 のとおり 
 
 
別紙 3 のとおり 
 
 
別紙 4 のとおり 

 
11,000 

 
 

12,000 
 
 

16,000 
 
 

5,500 

 
10,000 

 
 

11,000 
 
 

15,400 
 
 

5,000 

 
1,000 

 
 

1,000 
 
 

600 
 
 

500 
 

 
委託 
事業 

 
委託 
事業 

 
補助 
事業 

 
 

合   計 44,500 41,400 3,100  

 
（注） 1 この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 
    2 事業区分は、当該年度に選定した一般事業の区分記号を記入してください。 
    3 他の団体に対し委託、補助等を行うときは、摘要欄にその事項を記入して下さい。 

※事業区分には、別表【一般事業使途分類表】の該当する分類番号を丸数字で記入してください。 

（複数ある場合は、主たる番号 1 つを記入してください。） 

※交付申請額は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 
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（別紙○） 

 

 １ 事業の名称 

           ○○○○○○○○○事業 

 

 

 ２ 事業の目的 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 ３ 実施方法 

           直轄事業（委託を含む）・補助事業 

 

※いずれかを○で囲むか、どちらかを記してください。 

 

 

 ４ 事 業 内 容 

   及び実施状況 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 ５ 事業の効果 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

       ※「事業の効果」は、どの様な効果があったのか等を具体的に記してください。 

 

 

 ６ 事業費の執行状況 

           事業費総額    ○○,○○○千円 

           交付金充当額   ○○,○○○千円 

           自己負担金    ○○,○○○千円 

 

 

 ７ 使途分類 

           ○ 

   ※別表【一般事業使途分類表】により、該当する主たる分類番号を一つ記入してください。 

 

※実績報告書の「別紙」は、各事業ごとに作成してください。 

 

[9] 「実績報告書」作成要領 

 
様式第 4 号 

○○○第 号 
平成 年 月 日 

 
 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 
 

○○○知事   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金（一般事業）実績報告書 
 
 

平成 年 月 日付け地域振総第 号で交付決定の通知があった長寿社会づくりソフト事業の実施

状況は、次のとおりであるので報告します。 
 
 

                                     （単位：千円） 

番

号 
事業 
区分 

事業の名称 実 施 概 要 
事  業 
完了時期 

支 出 総 額 交付決定額 
摘 
要 

 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

 
⑦ 
 
 

⑧ 
 
 

③ 
 
 

④ 

 
高齢化社会問題 
調査研究事業 
 
ねたきり老人 
実態調査事業 
 
高齢者生きがい 
健康づくり事業 
 
地域医療支援 
事業 
 

 
別紙1のとおり 
 
 
別紙2のとおり 
 
 
別紙3のとおり 
 
 
別紙4のとおり 

 
平成 31 年 3 月 

 
 

平成 31 年 3 月 
 
 

平成 31 年 3 月 
 
 

平成 31 年 3 月 

 
11,000 

 
 

12,000 
 
 

16,000 
 
 

5,000 

 
10,000 

 
 

11,000 
 
 

15,400 
 
 

5,000 

 
委託 
事業 
 
委託 
事業 
 
補助 
事業 

合   計 44,000 41,400  

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:       

（注）この様式及び関係書類はＡ４判（縦長）を用いてください。 

※事業区分には、別表【一般事業使途分類表】の該当する分類番号を丸数字で記入してください。 

（複数ある場合は、主たる番号 1 つを記入してください。） 

※支出総額、交付決定額は、千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 
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（別紙○） 

 

 １ 事業の名称 

           ○○○○○○○○○事業 

 

 

 ２ 事業の目的 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 ３ 実施方法 

           直轄事業（委託を含む）・補助事業 

 

※いずれかを○で囲むか、どちらかを記してください。 

 

 

 ４ 事 業 内 容 

   及び実施状況 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 ５ 事業の効果 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

       ※「事業の効果」は、どの様な効果があったのか等を具体的に記してください。 

 

 

 ６ 事業費の執行状況 

           事業費総額    ○○,○○○千円 

           交付金充当額   ○○,○○○千円 

           自己負担金    ○○,○○○千円 

 

 

 ７ 使途分類 

           ○ 

   ※別表【一般事業使途分類表】により、該当する主たる分類番号を一つ記入してください。 

 

※実績報告書の「別紙」は、各事業ごとに作成してください。 

 

[9] 「実績報告書」作成要領 

 
様式第 4 号 

○○○第 号 
平成 年 月 日 

 
 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 
 

○○○知事   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金（一般事業）実績報告書 
 
 

平成 年 月 日付け地域振総第 号で交付決定の通知があった長寿社会づくりソフト事業の実施

状況は、次のとおりであるので報告します。 
 
 

                                     （単位：千円） 

番

号 
事業 
区分 

事業の名称 実 施 概 要 
事  業 
完了時期 

支 出 総 額 交付決定額 
摘 
要 

 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

 
⑦ 
 
 

⑧ 
 
 

③ 
 
 

④ 

 
高齢化社会問題 
調査研究事業 
 
ねたきり老人 
実態調査事業 
 
高齢者生きがい 
健康づくり事業 
 
地域医療支援 
事業 
 

 
別紙1のとおり 
 
 
別紙2のとおり 
 
 
別紙3のとおり 
 
 
別紙4のとおり 

 
平成 31 年 3 月 

 
 

平成 31 年 3 月 
 
 

平成 31 年 3 月 
 
 

平成 31 年 3 月 

 
11,000 

 
 

12,000 
 
 

16,000 
 
 

5,000 

 
10,000 

 
 

11,000 
 
 

15,400 
 
 

5,000 

 
委託 
事業 
 
委託 
事業 
 
補助 
事業 

合   計 44,000 41,400  

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:       

（注）この様式及び関係書類はＡ４判（縦長）を用いてください。 

※事業区分には、別表【一般事業使途分類表】の該当する分類番号を丸数字で記入してください。 

（複数ある場合は、主たる番号 1 つを記入してください。） 

※支出総額、交付決定額は、千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 
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４ 特定事業 

 [1] 事業の内容について 

   特定事業は、規程第 5 条第 2 項に基づき審査会の意見を聴いて、毎年度、対象事業の決

定を行います。 

 平成 30 年度は、高齢社会対策の推進を図るための人材養成等に資するもので、審査会

の意見を聴いて財団が特に推進する必要があるものとして、次表に掲げる事業を選定しま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

区 分 選  定  事  業 

ア  地域医療技術向上推進事業 

イ  地域医療機関と住民との連帯推進事業 

ウ  健やかコミュニティモデル地区育成事業 

エ 介護保険等整備推進事業 

オ 保健・医療・福祉事業等推進調査事業 

カ  その他財団が特に必要と認める事業 

 

[10] 「交付請求書」作成要領 

 

様式第 5 号 

 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付請求書 

 

特定事業交付金額     金            千円 

一般事業交付金額     金            千円 

合      計     金            千円 

交付金振込希望 

金 融 機 関 名  

  ○

ふり

○

がな

 銀 行  △△△

ふりがな

支 店 

 

  普通・当座 口座番号 ○○○○○○○ 

 

  名 義   ○○県会計管理者

ふ り が な

 □□□□□

ふ り が な

 

 

平成  年  月  日付け地域振総第  号で交付決定の通知があった長寿社 

会づくりソフト事業については、別紙実績報告書のとおりであるので地域医療等振 

興事業費交付金交付事業実施規程第 10 条の規定により、次のとおり交付されるよう 

請求します。 

 

      平成  年  月  日 

 

 

     公益財団法人 地域社会振興財団 

      理 事 長  ○ ○   ○ ○ 殿 

 

 

○○○知事   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 

 

 

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:           

（注）この様式はＡ４判（縦長）を用いてください。 

 

※預金種目は普通・当座・別段等をお書きください。口座番号が無い場合は「口座番号なし」 

とお書きください。また、金融機関の名義及びふりがなは、必ず全て記入してください。 

※交付請求は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 

申 請

交付決定

申 請

交付決定

特 定 事 業 交 付 申 請 の 流 れ

交付決定

申 請

企 画

相 談

企 画

相 談

一 

般 

事 

業
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４ 特定事業 

 [1] 事業の内容について 

   特定事業は、規程第 5 条第 2 項に基づき審査会の意見を聴いて、毎年度、対象事業の決

定を行います。 

 平成 30 年度は、高齢社会対策の推進を図るための人材養成等に資するもので、審査会

の意見を聴いて財団が特に推進する必要があるものとして、次表に掲げる事業を選定しま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

区 分 選  定  事  業 

ア  地域医療技術向上推進事業 

イ  地域医療機関と住民との連帯推進事業 

ウ  健やかコミュニティモデル地区育成事業 

エ 介護保険等整備推進事業 

オ 保健・医療・福祉事業等推進調査事業 

カ  その他財団が特に必要と認める事業 

 

[10] 「交付請求書」作成要領 

 

様式第 5 号 

 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付請求書 

 

特定事業交付金額     金            千円 

一般事業交付金額     金            千円 

合      計     金            千円 

交付金振込希望 

金 融 機 関 名  

  ○

ふり

○

がな

 銀 行  △△△

ふりがな

支 店 

 

  普通・当座 口座番号 ○○○○○○○ 

 

  名 義   ○○県会計管理者

ふ り が な

 □□□□□

ふ り が な

 

 

平成  年  月  日付け地域振総第  号で交付決定の通知があった長寿社 

会づくりソフト事業については、別紙実績報告書のとおりであるので地域医療等振 

興事業費交付金交付事業実施規程第 10 条の規定により、次のとおり交付されるよう 

請求します。 

 

      平成  年  月  日 

 

 

     公益財団法人 地域社会振興財団 

      理 事 長  ○ ○   ○ ○ 殿 

 

 

○○○知事   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 

 

 

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:           

（注）この様式はＡ４判（縦長）を用いてください。 

 

※預金種目は普通・当座・別段等をお書きください。口座番号が無い場合は「口座番号なし」 

とお書きください。また、金融機関の名義及びふりがなは、必ず全て記入してください。 

※交付請求は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 

申 請

交付決定

申 請

交付決定

特 定 事 業 交 付 申 請 の 流 れ

交付決定

申 請

企 画

相 談

企 画

相 談

特 

定 

事 
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  ［研究事業］ 
    地域医療に従事している医師等が、医療技術の向上を図るために行う調査研究に係る費

用に対して交付金を交付します。 
    なお、研究事業の採択は、当財団の「研究事業採択審査委員会」において審査を行い決

定します。さらに研究成果については、論文にまとめて学術雑誌に投稿（掲載）するとと 
もに、当財団の「研究事業成果審査委員会」において成果発表を行います。 

 
(1) 交付対象事業者   都道府県又は市(区)町村 

(2) 交付基準 

① 交付条件 
公立病院等に勤務する医師等が共同で行う調査研究が対象です。ただし、当財団 

の研究事業採択審査委員会において審査を経た事業が対象です。 
② 交付率 

対象事業経費の 100％以内とします。 
    ③ 交付金の額 

1 事業当たり 5,000 千円以内とします。 
    ④ 交付対象経費 
       当該調査研究に要する経費は、賃金、調査旅費、消耗品費、委託費等です。なお、

書籍購入費等図書費、学会参加旅費、会議費の経費については対象外とします。 
    ⑤ 研究成果 

[研究成果審査会] 
  研究代表者は、当財団において平成 31 年 2 月又は 3 月頃に研究の成果

を発表し、研究事業成果審査委員会の審査を受けていただきます。 
[研究成果] 
  研究成果は事業終了後 1 年以内に、論文にまとめ学術雑誌に投稿 
（掲載）し（投稿費用は研究者負担）、当該別刷 2 部を財団あてに提出して

いただきます。 

        

 

 ア 地域医療技術向上推進事業 

    地域社会における住民の健康及び福祉の向上を図り、健やかな地域社会づくりを推進し 
   ていくため、それに必要な地域医療に従事する者の資質向上を目的とした「研修事業」及 
   び「研究事業」に対して交付金を交付します。 
 
 

［研修事業］ 
    地域医療に従事している医師等が医療技術の向上を図るため、その勤務地を離れて医科 
   大学その他の研究機関等において、研修等を受けるために要する費用及び当該医師等に代 

わってその期間中勤務する者の給料等の費用に対して交付金を交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   都道府県又は市(区)町村 

(2) 交付基準 

    ① 交付条件 
       交付の対象となる地域医療に従事している医師等は、へき地等の公的医療機関に 
      勤務している方又は勤務した経験を有する方です。     
    ② 交付率 

対象事業経費の 100％以内とします。 
    ③ 交付金の額 

1 事業当たり 10,000 千円以内とします。 
    ④ 交付対象経費 
       当該研修等を受けるために要する経費は、下表に定める基準とします。 
 
 

経 費 研修を受ける者 派遣医等 

賃   金 

 研修を受ける者に代わってそ

の業務を行う者の給料及び諸

手当は、 
50 千円／日 

1,000 千円／月 

を上限とします。 

旅費交通費 

 研修等の期間中における勤務

地から研修等を受ける大学等ま

での旅費交通費（当該都道府県又

は当該市(区)町村の旅費規程等に

より計算して得た額とします。） 
※海外研修、学会参加に係る 
旅費は交付金の対象外です。 

勤務地から赴任地までの往復

の旅費交通費 
（日当は除きます。） 

負 担 金 
研修を受けるための大学等へ

の納入金 
（200 千円を上限とします。） 

 

 

特 

定 

事 

業
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  ［研究事業］ 
    地域医療に従事している医師等が、医療技術の向上を図るために行う調査研究に係る費

用に対して交付金を交付します。 
    なお、研究事業の採択は、当財団の「研究事業採択審査委員会」において審査を行い決

定します。さらに研究成果については、論文にまとめて学術雑誌に投稿（掲載）するとと 
もに、当財団の「研究事業成果審査委員会」において成果発表を行います。 

 
(1) 交付対象事業者   都道府県又は市(区)町村 

(2) 交付基準 

① 交付条件 
公立病院等に勤務する医師等が共同で行う調査研究が対象です。ただし、当財団 

の研究事業採択審査委員会において審査を経た事業が対象です。 
② 交付率 

対象事業経費の 100％以内とします。 
    ③ 交付金の額 

1 事業当たり 5,000 千円以内とします。 
    ④ 交付対象経費 
       当該調査研究に要する経費は、賃金、調査旅費、消耗品費、委託費等です。なお、

書籍購入費等図書費、学会参加旅費、会議費の経費については対象外とします。 
    ⑤ 研究成果 

[研究成果審査会] 
  研究代表者は、当財団において平成 31 年 2 月又は 3 月頃に研究の成果

を発表し、研究事業成果審査委員会の審査を受けていただきます。 
[研究成果] 
  研究成果は事業終了後 1 年以内に、論文にまとめ学術雑誌に投稿 
（掲載）し（投稿費用は研究者負担）、当該別刷 2 部を財団あてに提出して

いただきます。 

        

 

 ア 地域医療技術向上推進事業 

    地域社会における住民の健康及び福祉の向上を図り、健やかな地域社会づくりを推進し 
   ていくため、それに必要な地域医療に従事する者の資質向上を目的とした「研修事業」及 
   び「研究事業」に対して交付金を交付します。 
 
 

［研修事業］ 
    地域医療に従事している医師等が医療技術の向上を図るため、その勤務地を離れて医科 
   大学その他の研究機関等において、研修等を受けるために要する費用及び当該医師等に代 

わってその期間中勤務する者の給料等の費用に対して交付金を交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   都道府県又は市(区)町村 

(2) 交付基準 

    ① 交付条件 
       交付の対象となる地域医療に従事している医師等は、へき地等の公的医療機関に 
      勤務している方又は勤務した経験を有する方です。     
    ② 交付率 

対象事業経費の 100％以内とします。 
    ③ 交付金の額 

1 事業当たり 10,000 千円以内とします。 
    ④ 交付対象経費 
       当該研修等を受けるために要する経費は、下表に定める基準とします。 
 
 

経 費 研修を受ける者 派遣医等 

賃   金 

 研修を受ける者に代わってそ

の業務を行う者の給料及び諸

手当は、 
50 千円／日 

1,000 千円／月 

を上限とします。 

旅費交通費 

 研修等の期間中における勤務

地から研修等を受ける大学等ま

での旅費交通費（当該都道府県又

は当該市(区)町村の旅費規程等に

より計算して得た額とします。） 
※海外研修、学会参加に係る 
旅費は交付金の対象外です。 

勤務地から赴任地までの往復

の旅費交通費 
（日当は除きます。） 

負 担 金 
研修を受けるための大学等へ

の納入金 
（200 千円を上限とします。） 

 

 

特 

定 

事 
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 ウ 健やかコミュニティモデル地区育成事業 
    健康で安全な生活が送れる地域社会を作っていくためには、コミュニティの役割が重要 
   であることに着目し、コミュニティが主体となって行う活力があると共に健やかな地域社 
   会づくりの推進を目的とした、他のコミュニティ活動のモデルとなる事業に対して交付金

を交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   市(区)町村 
(2) 交付基準 

① 交付条件 
ⅰ コミュニティが主体となって行う事業が対象です。 

      ⅱ 市(区)町村が主体となって行う事業に、単に住民が参加するものは、対象外とし 
ます。 

ⅲ 事業の全てを委託する事業は対象外とします。 
    ② 交付対象事業 

交付対象事業者がコミュニティに対し直接助成する事業を対象とします。 
③ 交付率 

対象事業経費の 100％以内とします。 
④ 交付金の額 

1 事業当たり 2,000 千円以内とします。 
⑤ 交付対象経費 

当該事業を行うために要する経費は、下表に定める基準とします。 
⑥ その他 

      ⅰ 申請に当たっては、実施される事業の詳しい内容、これまでの活動内容、コミュ 
ニティが主体であることが分かる構成員名簿及び市(区)町村のコミュニティ政策 
に関する資料を申請書に添付してください。 

      ⅱ 「イ 地域医療機関と住民との連帯推進事業」との重複申請はできません。 
 

項  目 基   準 
賃   金 1 人 1 日当たり 10 千円（交通費含む。）を上限とします。 

謝   金 講師等への謝金は 1 人 1 日当たり 50 千円を上限とし、 
総額は交付金の額の 50％以内とします。 

旅費交通費  当該市(区)町村の旅費規程等により計算して得た額とします。 
但し、謝金を支出する場合は、日当は対象外とします。 

備 品 費 
1 個又は 1 式当たり 100 千円（税込）以上を備品とし、300 千

円（税込）を上限、交付金の額の 30％以内とします。 
 （購入備品名、購入目的を必ず明記してください。） 

消 耗 品 費 教材費は 1 人当たり 20 千円を上限とします。 
※ 賞金・商品券等の金券類は認められません。 
※ この表中に基準として掲げた項目は、主に上限等のあるものについて記載しています。 

上記に該当しないものの算定については、都道府県又は市(区)町村の財務規則等に準じてくだ

さい。 

 

 イ 地域医療機関と住民との連帯推進事業 
    健やかに生活できる地域社会を形成するためには、診療所等の医療機関及びそこに勤務 
   する医師等と地域住民の協力が重要であることに着目し、地域医療機関と住民とが協力し 

て企画・実施する健康づくり推進事業等に対して交付金を交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   都道府県又は市(区)町村 

(2) 交付基準 

① 交付条件 
地域医療機関と住民とが協力して企画・実施する事業が対象です。 

② 交付対象事業 
       保健、スポーツ、レクリエーション等の事業を広く対象とします。 

③ 交付率 
対象事業経費の 100％以内とします。 

④ 交付金の額 
1 事業当たり 2,000 千円以内とします。 

    ⑤ 交付対象経費 
当該事業を行うために要する経費は、下表に定める基準とします。 

    ⑥ その他 
       「ウ 健やかコミュニティモデル地区育成事業」との重複申請はできません。 
 
 

項  目 基   準 

賃   金 1 人 1 日当たり 10 千円（交通費含む。）を上限とします。 

謝   金 講師等への謝金は 1 人 1 日当たり 50 千円を上限とし、総額は交

付金の額の 50％以内とします。 

旅費交通費 
 当該都道府県又は当該市(区)町村の旅費規程等により計算して 

得た額とします。但し、謝金を支出する場合は、日当は対象外 
とします。 

備 品 費 
1 個又は 1 式当たり 100 千円（税込）以上を備品とし、300 千

円（税込）を上限、交付金の額の 30％以内とします。 
 （購入備品名、購入目的を必ず明記してください。） 

※ この表中に基準として掲げた項目は、主に上限等のあるものについて記載しています。 
上記に該当しないものの算定については、都道府県又は市(区)町村の財務規則等に準じてくだ

さい。 
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 ウ 健やかコミュニティモデル地区育成事業 
    健康で安全な生活が送れる地域社会を作っていくためには、コミュニティの役割が重要 
   であることに着目し、コミュニティが主体となって行う活力があると共に健やかな地域社 
   会づくりの推進を目的とした、他のコミュニティ活動のモデルとなる事業に対して交付金

を交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   市(区)町村 
(2) 交付基準 

① 交付条件 
ⅰ コミュニティが主体となって行う事業が対象です。 

      ⅱ 市(区)町村が主体となって行う事業に、単に住民が参加するものは、対象外とし 
ます。 

ⅲ 事業の全てを委託する事業は対象外とします。 
    ② 交付対象事業 

交付対象事業者がコミュニティに対し直接助成する事業を対象とします。 
③ 交付率 

対象事業経費の 100％以内とします。 
④ 交付金の額 

1 事業当たり 2,000 千円以内とします。 
⑤ 交付対象経費 

当該事業を行うために要する経費は、下表に定める基準とします。 
⑥ その他 

      ⅰ 申請に当たっては、実施される事業の詳しい内容、これまでの活動内容、コミュ 
ニティが主体であることが分かる構成員名簿及び市(区)町村のコミュニティ政策 
に関する資料を申請書に添付してください。 

      ⅱ 「イ 地域医療機関と住民との連帯推進事業」との重複申請はできません。 
 

項  目 基   準 
賃   金 1 人 1 日当たり 10 千円（交通費含む。）を上限とします。 

謝   金 講師等への謝金は 1 人 1 日当たり 50 千円を上限とし、 
総額は交付金の額の 50％以内とします。 

旅費交通費  当該市(区)町村の旅費規程等により計算して得た額とします。 
但し、謝金を支出する場合は、日当は対象外とします。 

備 品 費 
1 個又は 1 式当たり 100 千円（税込）以上を備品とし、300 千

円（税込）を上限、交付金の額の 30％以内とします。 
 （購入備品名、購入目的を必ず明記してください。） 

消 耗 品 費 教材費は 1 人当たり 20 千円を上限とします。 
※ 賞金・商品券等の金券類は認められません。 
※ この表中に基準として掲げた項目は、主に上限等のあるものについて記載しています。 

上記に該当しないものの算定については、都道府県又は市(区)町村の財務規則等に準じてくだ

さい。 

 

 イ 地域医療機関と住民との連帯推進事業 
    健やかに生活できる地域社会を形成するためには、診療所等の医療機関及びそこに勤務 
   する医師等と地域住民の協力が重要であることに着目し、地域医療機関と住民とが協力し 

て企画・実施する健康づくり推進事業等に対して交付金を交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   都道府県又は市(区)町村 

(2) 交付基準 

① 交付条件 
地域医療機関と住民とが協力して企画・実施する事業が対象です。 

② 交付対象事業 
       保健、スポーツ、レクリエーション等の事業を広く対象とします。 

③ 交付率 
対象事業経費の 100％以内とします。 

④ 交付金の額 
1 事業当たり 2,000 千円以内とします。 

    ⑤ 交付対象経費 
当該事業を行うために要する経費は、下表に定める基準とします。 

    ⑥ その他 
       「ウ 健やかコミュニティモデル地区育成事業」との重複申請はできません。 
 
 

項  目 基   準 

賃   金 1 人 1 日当たり 10 千円（交通費含む。）を上限とします。 

謝   金 講師等への謝金は 1 人 1 日当たり 50 千円を上限とし、総額は交

付金の額の 50％以内とします。 

旅費交通費 
 当該都道府県又は当該市(区)町村の旅費規程等により計算して 

得た額とします。但し、謝金を支出する場合は、日当は対象外 
とします。 

備 品 費 
1 個又は 1 式当たり 100 千円（税込）以上を備品とし、300 千

円（税込）を上限、交付金の額の 30％以内とします。 
 （購入備品名、購入目的を必ず明記してください。） 

※ この表中に基準として掲げた項目は、主に上限等のあるものについて記載しています。 
上記に該当しないものの算定については、都道府県又は市(区)町村の財務規則等に準じてくだ

さい。 
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 オ 保健・医療・福祉事業等推進調査事業 
    地方分権、市町村合併の推進並びに急激に進行する少子・高齢化等により現在の地域社

会を取巻く環境は大きく変化し、保健・医療・福祉等の分野においても早急な対応が求め

られています。市(区)町村が保健・医療・福祉等の施策の企画・立案、実施・評価を行う

にあたり、地域住民を対象とした意識、実態、ニーズ等の調査・分析を行う事業に対して

交付金を交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   市(区)町村 
(2) 交付基準 

    ① 交付条件 
ⅰ 市(区)町村が主体で行う事業が対象です。 
ⅱ 事業の全てを委託する事業は対象外とします。 

② 交付率 
対象事業経費の 100％以内とします。 

③ 交付金の額 
1 事業当たり 5,000 千円以内とします。 

    ④ 交付対象経費 
当該事業を行うために要する経費は、下表に定める基準とします。 

    ⑤ その他 
       事業終了後、調査結果、報告書等の成果物を 1 部提出していただきます。 
 
 

項  目 基   準 

賃   金 1 人 1 日当たり 10 千円（交通費含む。）を上限とします。 

謝   金 講師等への謝金は 1 人 1 日当たり 50 千円を上限とし、 
総額は交付金の額の 50％以内とします。 

旅費交通費  当該市(区)町村の旅費規程等により計算して得た額とします。 
但し、謝金を支出する場合は、日当は対象外とします。 

※ この表中に基準として掲げた項目は、主に上限等のあるものについて記載しています。 
上記に該当しないものの算定については、都道府県又は市(区)町村の財務規則等に準じてくだ

さい。 
 
 
 
 
 

カ その他財団が特に必要と認める事業 
※事前に財団にご相談ください。 

   

 

 エ 介護保険等整備推進事業 

    急速に進行する少子・高齢化とそれに関連して施行された介護保険制度等、現在の地域

社会を取巻く環境は大きく変化し、保健･医療・福祉等の分野において適切な対応が求め

られているため、市(区)町村が行う介護保険等の整備推進に関する事業に対して交付金を

交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   市(区)町村 
(2) 交付基準 

① 交付条件 
介護保険等の整備、推進に関する事業で、地域特性を踏まえた、独創的又は先進 

的な事業が対象です。 
② 交付率 

対象事業経費の 100％以内とします。 
③ 交付金の額 

1 事業当たり 2,000 千円以内とします。 
    ④ 交付対象経費 

当該事業を行うために要する経費は、下表に定める基準とします。 
 
 

項  目 基   準 
賃   金 1 人 1 日当たり 10 千円（交通費含む。）を上限とします。 

謝   金 講師等への謝金は 1 人 1 日当たり 50 千円を上限とし、 
総額は交付金の額の 50％以内とします。 

旅費交通費  当該市(区)町村の旅費規程等により計算して得た額とします。 
但し、謝金を支出する場合は、日当は対象外とします。 

備 品 費 
1 個又は 1 式当たり 100 千円（税込）以上を備品とし、300 千

円（税込）を上限、交付金の額の 30％以内とします。 
 （購入備品名、購入目的を必ず明記してください。） 

※ この表中に基準として掲げた項目は、主に上限等のあるものについて記載しています。 
上記に該当しないものの算定については、都道府県又は市(区)町村の財務規則等に準じてくだ

さい。 
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 オ 保健・医療・福祉事業等推進調査事業 
    地方分権、市町村合併の推進並びに急激に進行する少子・高齢化等により現在の地域社

会を取巻く環境は大きく変化し、保健・医療・福祉等の分野においても早急な対応が求め

られています。市(区)町村が保健・医療・福祉等の施策の企画・立案、実施・評価を行う

にあたり、地域住民を対象とした意識、実態、ニーズ等の調査・分析を行う事業に対して

交付金を交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   市(区)町村 
(2) 交付基準 

    ① 交付条件 
ⅰ 市(区)町村が主体で行う事業が対象です。 
ⅱ 事業の全てを委託する事業は対象外とします。 

② 交付率 
対象事業経費の 100％以内とします。 

③ 交付金の額 
1 事業当たり 5,000 千円以内とします。 

    ④ 交付対象経費 
当該事業を行うために要する経費は、下表に定める基準とします。 

    ⑤ その他 
       事業終了後、調査結果、報告書等の成果物を 1 部提出していただきます。 
 
 

項  目 基   準 

賃   金 1 人 1 日当たり 10 千円（交通費含む。）を上限とします。 

謝   金 講師等への謝金は 1 人 1 日当たり 50 千円を上限とし、 
総額は交付金の額の 50％以内とします。 

旅費交通費  当該市(区)町村の旅費規程等により計算して得た額とします。 
但し、謝金を支出する場合は、日当は対象外とします。 

※ この表中に基準として掲げた項目は、主に上限等のあるものについて記載しています。 
上記に該当しないものの算定については、都道府県又は市(区)町村の財務規則等に準じてくだ

さい。 
 
 
 
 
 

カ その他財団が特に必要と認める事業 
※事前に財団にご相談ください。 

   

 

 エ 介護保険等整備推進事業 

    急速に進行する少子・高齢化とそれに関連して施行された介護保険制度等、現在の地域

社会を取巻く環境は大きく変化し、保健･医療・福祉等の分野において適切な対応が求め

られているため、市(区)町村が行う介護保険等の整備推進に関する事業に対して交付金を

交付します。 
 

(1) 交付対象事業者   市(区)町村 
(2) 交付基準 

① 交付条件 
介護保険等の整備、推進に関する事業で、地域特性を踏まえた、独創的又は先進 

的な事業が対象です。 
② 交付率 

対象事業経費の 100％以内とします。 
③ 交付金の額 

1 事業当たり 2,000 千円以内とします。 
    ④ 交付対象経費 

当該事業を行うために要する経費は、下表に定める基準とします。 
 
 

項  目 基   準 
賃   金 1 人 1 日当たり 10 千円（交通費含む。）を上限とします。 

謝   金 講師等への謝金は 1 人 1 日当たり 50 千円を上限とし、 
総額は交付金の額の 50％以内とします。 

旅費交通費  当該市(区)町村の旅費規程等により計算して得た額とします。 
但し、謝金を支出する場合は、日当は対象外とします。 

備 品 費 
1 個又は 1 式当たり 100 千円（税込）以上を備品とし、300 千

円（税込）を上限、交付金の額の 30％以内とします。 
 （購入備品名、購入目的を必ず明記してください。） 

※ この表中に基準として掲げた項目は、主に上限等のあるものについて記載しています。 
上記に該当しないものの算定については、都道府県又は市(区)町村の財務規則等に準じてくだ

さい。 
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  [2] 交付申請について 

   ⅰ 申請の時期 
     交付対象となる事業は、前年度に審査会の意見を聴いてその内容を決定し、平成 29 
    年 11 月に都道府県に通知します。管下の市(区)町村には都道府県から周知くださるよう 
    お願いいたします。 
     なお、交付申請書の提出期限は、平成 29 年 12 月 26 日（火）までとしております。 
 
   ⅱ 申請の方法 
     特定事業の申請は、「長寿社会づくりソフト事業費交付金（特定事業）交付申請書」（様 
    式第 2 号）1 部を作成し、審査の参考となる資料を必ず添付の上、財団総務課まで提出

してください。（市(区)町村にあっては、必ず都道府県を経由してください。） 
また、事業の経費は、財団が定める事業区分ごとの経費の算定基準を参考として積算

してください。 
 
  [3] 交付決定について 

    財団では、都道府県又は市(区)町村から申請のあった事業計画が、この事業の趣旨に沿 
   ったものであるか、事業経費の積算が適正であるかを審査し、交付の内示を平成 30 年 3 

月末を目途に行ないます。 
    また、交付決定の通知は、この事業の財源となる宝くじの収益金の額が確定した後の 
   平成 30 年 12 月を目途に行います。 
 
  [4] 実績報告書・交付請求書の提出について 

    この交付金を受けて実施する「特定事業」は、当該年度内に事業を完了していただくこ 
   とになりますが、これらの事業に係る交付金は、年度末に精算払いとしますので、当該事 

業が完了後事業ごとに「長寿社会づくりソフト事業費交付金（特定事業）実績報告書」（様 
式第 4 号）1 部及び「長寿社会づくりソフト事業費交付金交付請求書」（様式第 5 号）1 部 
を都道府県を経由して財団総務課に平成 31 年 3 月 1 日（金）までに提出してください。 

   ※期限厳守でお願いします。 
    なお、実績報告書に新聞記事や記録写真、成果物などがある場合は添付してください。 
 
  [5] 交付金の交付について 

    財団では、都道府県から提出された実績報告書を審査し、事業が適正に行われたことを 
   確認したときは、交付請求書に基づき交付金を平成 31 年 3 月末日に交付します。 
 
  [6] 事業内容（経費の変更も含む）の変更について 

    交付の内示又は決定を受けた事業は、交付申請書の事業計画どおりに事業を行なってい 
   ただきますが、やむを得ない理由により事業の内容を一部変更する必要が生じた場合には、 
   変更申請の手続が必要な場合もあるため、必ず事前に財団総務課に連絡をしてください。 
    

 

[7]「交付申請書」作成要領 

【市(区)町村の申請書】 
 
様式第 2 号 

○○○第□号 
平成 年 月 日 

 
 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 

○○○市(区)町村長   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金（特定事業）交付申請書 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業に係る特定事業交付金 11,802 千円を交付

されるよう地域医療等振興事業費交付金交付事業実施規程第 7 条の規定により関係書類を添えて申請

します。 
 
 事 業 計 画 

 （単位：千円） 

番 
号 

事業 
区分 

事業の名称 事業計画概要 総事業費 
財源内訳 摘 

要 交 付 金 自己負担金 

1 ア 地域医療従事医師養成事

業 
別紙 1 のとおり 2,004 1,904 100  

2 ア ○○地区における高齢者の

動脈硬化性疾患の危険因子

解明に関する研究事業 

別紙 2 のとおり 1,801 1,801 0  

3 イ 悠々生活推進事業 別紙 3 のとおり 1,944 1,944 0  

4 ウ ふるさと農業体験事業 別紙 4 のとおり 1,706 1,706 0  

5 エ 寝たきり予防研修事業 別紙 5 のとおり 629 629 0  

6 オ 地域福祉計画策定推進調

査事業 
別紙 6 のとおり 3,818 3,818 0  

合   計 11,902 11,802 100  

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:           

（注） 1 この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 
    2 事業区分は、当該年度に選定した特定事業の区分記号を記入してください。 
    3 他の団体に対し委託、補助等を行うときは、摘要欄にその事項を記入して下さい。 

    ※“イ”と“ウ”の事業は重複申請できません。上記は作成要領として記載しています。 

    ※交付申請額は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 
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  [2] 交付申請について 

   ⅰ 申請の時期 
     交付対象となる事業は、前年度に審査会の意見を聴いてその内容を決定し、平成 29 
    年 11 月に都道府県に通知します。管下の市(区)町村には都道府県から周知くださるよう 
    お願いいたします。 
     なお、交付申請書の提出期限は、平成 29 年 12 月 26 日（火）までとしております。 
 
   ⅱ 申請の方法 
     特定事業の申請は、「長寿社会づくりソフト事業費交付金（特定事業）交付申請書」（様 
    式第 2 号）1 部を作成し、審査の参考となる資料を必ず添付の上、財団総務課まで提出

してください。（市(区)町村にあっては、必ず都道府県を経由してください。） 
また、事業の経費は、財団が定める事業区分ごとの経費の算定基準を参考として積算

してください。 
 
  [3] 交付決定について 

    財団では、都道府県又は市(区)町村から申請のあった事業計画が、この事業の趣旨に沿 
   ったものであるか、事業経費の積算が適正であるかを審査し、交付の内示を平成 30 年 3 

月末を目途に行ないます。 
    また、交付決定の通知は、この事業の財源となる宝くじの収益金の額が確定した後の 
   平成 30 年 12 月を目途に行います。 
 
  [4] 実績報告書・交付請求書の提出について 

    この交付金を受けて実施する「特定事業」は、当該年度内に事業を完了していただくこ 
   とになりますが、これらの事業に係る交付金は、年度末に精算払いとしますので、当該事 

業が完了後事業ごとに「長寿社会づくりソフト事業費交付金（特定事業）実績報告書」（様 
式第 4 号）1 部及び「長寿社会づくりソフト事業費交付金交付請求書」（様式第 5 号）1 部 
を都道府県を経由して財団総務課に平成 31 年 3 月 1 日（金）までに提出してください。 

   ※期限厳守でお願いします。 
    なお、実績報告書に新聞記事や記録写真、成果物などがある場合は添付してください。 
 
  [5] 交付金の交付について 

    財団では、都道府県から提出された実績報告書を審査し、事業が適正に行われたことを 
   確認したときは、交付請求書に基づき交付金を平成 31 年 3 月末日に交付します。 
 
  [6] 事業内容（経費の変更も含む）の変更について 

    交付の内示又は決定を受けた事業は、交付申請書の事業計画どおりに事業を行なってい 
   ただきますが、やむを得ない理由により事業の内容を一部変更する必要が生じた場合には、 
   変更申請の手続が必要な場合もあるため、必ず事前に財団総務課に連絡をしてください。 
    

 

[7]「交付申請書」作成要領 

【市(区)町村の申請書】 
 
様式第 2 号 

○○○第□号 
平成 年 月 日 

 
 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 

○○○市(区)町村長   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金（特定事業）交付申請書 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業に係る特定事業交付金 11,802 千円を交付

されるよう地域医療等振興事業費交付金交付事業実施規程第 7 条の規定により関係書類を添えて申請

します。 
 
 事 業 計 画 

 （単位：千円） 

番 
号 

事業 
区分 

事業の名称 事業計画概要 総事業費 
財源内訳 摘 

要 交 付 金 自己負担金 

1 ア 地域医療従事医師養成事

業 
別紙 1 のとおり 2,004 1,904 100  

2 ア ○○地区における高齢者の

動脈硬化性疾患の危険因子

解明に関する研究事業 

別紙 2 のとおり 1,801 1,801 0  

3 イ 悠々生活推進事業 別紙 3 のとおり 1,944 1,944 0  

4 ウ ふるさと農業体験事業 別紙 4 のとおり 1,706 1,706 0  

5 エ 寝たきり予防研修事業 別紙 5 のとおり 629 629 0  

6 オ 地域福祉計画策定推進調

査事業 
別紙 6 のとおり 3,818 3,818 0  

合   計 11,902 11,802 100  

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:           

（注） 1 この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 
    2 事業区分は、当該年度に選定した特定事業の区分記号を記入してください。 
    3 他の団体に対し委託、補助等を行うときは、摘要欄にその事項を記入して下さい。 

    ※“イ”と“ウ”の事業は重複申請できません。上記は作成要領として記載しています。 

    ※交付申請額は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 
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【（ア）の別紙作成要領】 
 
（別紙 1） 
 

地域医療従事医師養成事業計画概要 
 
 １ 目  的 
            ※実施する事業の目的について、具体的かつ明確に記入してください。 
 
 ２ 計  画 
             ○○町診療所に勤務する□□医師を△△医科大学において 
            1 年間週 1 回◇◇◇◇科の研修を行なう。 
            ※実施する事業の計画内容について、記入してください。 
 
 ３ 実施方法 
 
  (1) 時    期   

平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日 
 

(2) 代診医の確保   
○○大学病院に代診医の派遣を依頼し、◇◇医師が代診医として 

            決定している。 
 
 
 ４ 事業経費     合計 2,004 千円 
 
  (1) 賃   金    
                        代診医 

24,000 円/1 日×4 日/1 ヶ月×12 ヶ月×1 名=1,152,000 円 
 
  (2) 旅費交通費    

代診医 
                5,000 円/往復×4 日/1 ヶ月×12 ヶ月=240,000 円 
 
            研修を受ける医師 
                6,500 円/往復×4 日/1 ヶ月×12 ヶ月=312,000 円 
 
  (3) 研修負担金 
            300,000 円/年 ※負担金は最大 200,000 円までです。 
                    差額の 100,000 円は自己負担となります。 

 
   ※人件費、旅費及び受講料等に係る単価、運賃、日数等の算出内訳は必ず明記してください。 
   

 

 

【（ア）の別紙作成要領】 
 
（別紙 2） 

○○地区における高齢者の動脈硬化性疾患 
の危険因子解明に関する研究事業概要 

 
 １ 研究目的 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
※研究の全体構想や具体的な目的について具体的かつ明確に記入してください。 
特に、現状や研究の着想に至った経緯、何をどこまで明らかにするのか、予想される結果と

意義等を含めて焦点を絞り記入してください。 
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【（ア）の別紙作成要領】 
 
（別紙 1） 
 

地域医療従事医師養成事業計画概要 
 
 １ 目  的 
            ※実施する事業の目的について、具体的かつ明確に記入してください。 
 
 ２ 計  画 
             ○○町診療所に勤務する□□医師を△△医科大学において 
            1 年間週 1 回◇◇◇◇科の研修を行なう。 
            ※実施する事業の計画内容について、記入してください。 
 
 ３ 実施方法 
 
  (1) 時    期   

平成○○年○月○日～平成○○年○月○○日 
 

(2) 代診医の確保   
○○大学病院に代診医の派遣を依頼し、◇◇医師が代診医として 

            決定している。 
 
 
 ４ 事業経費     合計 2,004 千円 
 
  (1) 賃   金    
                        代診医 

24,000 円/1 日×4 日/1 ヶ月×12 ヶ月×1 名=1,152,000 円 
 
  (2) 旅費交通費    

代診医 
                5,000 円/往復×4 日/1 ヶ月×12 ヶ月=240,000 円 
 
            研修を受ける医師 
                6,500 円/往復×4 日/1 ヶ月×12 ヶ月=312,000 円 
 
  (3) 研修負担金 
            300,000 円/年 ※負担金は最大 200,000 円までです。 
                    差額の 100,000 円は自己負担となります。 

 
   ※人件費、旅費及び受講料等に係る単価、運賃、日数等の算出内訳は必ず明記してください。 
   

 

 

【（ア）の別紙作成要領】 
 
（別紙 2） 

○○地区における高齢者の動脈硬化性疾患 
の危険因子解明に関する研究事業概要 

 
 １ 研究目的 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
※研究の全体構想や具体的な目的について具体的かつ明確に記入してください。 
特に、現状や研究の着想に至った経緯、何をどこまで明らかにするのか、予想される結果と

意義等を含めて焦点を絞り記入してください。 
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 ２ 研究計画・方法 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
※研究目的を達成するための具体的な研究計画、研究代表者及び研究協力者の具体的な役割並

びに研究手法等について具体的かつ明確に記入してください。 

 
 ３ 研究対象者 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
※研究の対象者、年齢等について具体的に記入してください。 

 
 ４ 研究組織等 

(1) 研修組織 

区 分 所属及び職名 氏 名 
最終学校名 

（卒業年次） 
役割分担 

研究代表者 
○○町△△診療所 
医師 

○○ ○○ 
○○医科大学 

（昭和□□年卒） 
□□□□□□ 

研究協力者 

○○大学医学部 
□□学教授 

○○ ○○ 
△△大学医学部 

（昭和□□年卒） 
□□□□□□ 

○○県立△△病院 
内科医長 

○○ ○○ 
△△大学医学部 

大学院 
（昭和□□年修） 

□□□□□□ 

○○県立△△病院 
内科医員 

○○ ○○ 
○○大学大学院 

医学研究科 
（昭和□□年修） 

□□□□□□ 

同上 ○○ ○○ 
△△大学医学部 

（昭和□□年卒） 
□□□□□□ 

 
 
 
 

 

(2) 研究代表者の業績 
     Ⅰ 原著論文 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
     Ⅱ 学会抄録 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
     Ⅲ 著書・総説 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
     Ⅳ その他 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
     (注)この区分に従って、それぞれの主なものを 10 編以内で記載してください。 

 
 ５ 研究実施計画 

   平成○年○月～○月  健康診断の実施、データの収集（○○が担当） 

   平成○年○月～○月  統計的手法による結果の解析（□□が担当） 

   平成○年○月～○月  ○○教授による研究指導 

   平成○年○月～○月  研究班内部の最終的な検討 

   平成○年○月～○月  研究成果を論文にまとめて△△△誌に投稿 

    ※研究者の役割分担を明記してください。 

 
 ６ 事業経費 

合 計 1,801,800 円 
科 目 金 額 内      訳 

賃   金 384,000 円 
・臨時職員（資料整理、データ入力等） 
     800 円×8 時間×60 日＝384,000 円 

旅費交通費 420,000 円 

・○○県立病院への連絡調整旅費 
         5,000 円/往復×24 回/年＝120,000 円 
・△△医科大学への連絡調整旅費 
             50,000 円/往復×6 回/年＝300,000 円 

印刷製本費 150,000 円 
・論文別刷印刷費（50 部）    50,000 円 
・スライド作成費（100 枚）   100,000 円 

消 耗 品 費 847,800 円 

・検査消耗品 
測定キット 5,000 円×150 ロット×消費税＝ 810,000 円 
プレート板   20 円×1,000 枚 ×消費税＝  21,600 円 
・DVD ディスク 2,000 円×5 箱 ×消費税＝  10,800 円 
・COPY 用紙  1,000 円×5 冊 ×消費税＝   5,400 円 

 
   ※事業経費内訳については単価、数量（単位）、消費税等を必ず明記してください。 

   ※図書費、学会参加費、会議費等は交付金の対象外となります。 
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 ２ 研究計画・方法 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
※研究目的を達成するための具体的な研究計画、研究代表者及び研究協力者の具体的な役割並

びに研究手法等について具体的かつ明確に記入してください。 

 
 ３ 研究対象者 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
※研究の対象者、年齢等について具体的に記入してください。 

 
 ４ 研究組織等 

(1) 研修組織 

区 分 所属及び職名 氏 名 
最終学校名 

（卒業年次） 
役割分担 

研究代表者 
○○町△△診療所 
医師 

○○ ○○ 
○○医科大学 

（昭和□□年卒） 
□□□□□□ 

研究協力者 

○○大学医学部 
□□学教授 

○○ ○○ 
△△大学医学部 

（昭和□□年卒） 
□□□□□□ 

○○県立△△病院 
内科医長 

○○ ○○ 
△△大学医学部 

大学院 
（昭和□□年修） 

□□□□□□ 

○○県立△△病院 
内科医員 

○○ ○○ 
○○大学大学院 

医学研究科 
（昭和□□年修） 

□□□□□□ 

同上 ○○ ○○ 
△△大学医学部 

（昭和□□年卒） 
□□□□□□ 

 
 
 
 

 

(2) 研究代表者の業績 
     Ⅰ 原著論文 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
     Ⅱ 学会抄録 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
     Ⅲ 著書・総説 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
     Ⅳ その他 
        ○○○○○○○○○○                     外○編 
     (注)この区分に従って、それぞれの主なものを 10 編以内で記載してください。 

 
 ５ 研究実施計画 

   平成○年○月～○月  健康診断の実施、データの収集（○○が担当） 

   平成○年○月～○月  統計的手法による結果の解析（□□が担当） 

   平成○年○月～○月  ○○教授による研究指導 

   平成○年○月～○月  研究班内部の最終的な検討 

   平成○年○月～○月  研究成果を論文にまとめて△△△誌に投稿 

    ※研究者の役割分担を明記してください。 

 
 ６ 事業経費 

合 計 1,801,800 円 
科 目 金 額 内      訳 

賃   金 384,000 円 
・臨時職員（資料整理、データ入力等） 
     800 円×8 時間×60 日＝384,000 円 

旅費交通費 420,000 円 

・○○県立病院への連絡調整旅費 
         5,000 円/往復×24 回/年＝120,000 円 
・△△医科大学への連絡調整旅費 
             50,000 円/往復×6 回/年＝300,000 円 

印刷製本費 150,000 円 
・論文別刷印刷費（50 部）    50,000 円 
・スライド作成費（100 枚）   100,000 円 

消 耗 品 費 847,800 円 

・検査消耗品 
測定キット 5,000 円×150 ロット×消費税＝ 810,000 円 
プレート板   20 円×1,000 枚 ×消費税＝  21,600 円 
・DVD ディスク 2,000 円×5 箱 ×消費税＝  10,800 円 
・COPY 用紙  1,000 円×5 冊 ×消費税＝   5,400 円 

 
   ※事業経費内訳については単価、数量（単位）、消費税等を必ず明記してください。 

   ※図書費、学会参加費、会議費等は交付金の対象外となります。 
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   ＜積算根拠について＞ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
※事業経費については積算根拠を必ず明記してください。 

 

 
 ７ 倫理的配慮 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

※倫理的な配慮について具体的かつ明確に記入してください。 

また、倫理委員会などの承認を得ている研究は写しを、そうでないものは、倫理的配慮が

なされていることがわかるものを添付する。（承諾書等） 

 
 ８ 研究成果  
 
  (1) 現状と今後の課題 
 
  (2) 学会等への発表 
             ○○学会  □□□研究会             計○回 
  (3) 学術雑誌等への投稿 
             ○○○○○○ 
             □□□□□□                   計○編 
 
    (注) 継続研究の場合は、項目８として前年度までの研究成果を必ず記載してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【（イ）の別紙作成要領】 
 
（別紙 3） 
 

悠々生活推進事業計画概要 
 
 
 １ 目  的 
            ※実施する事業の目的について、具体的かつ明確に記入してください。 
            ※“イ”の事業は、地域医療機関と住民とが参加して行う事業です。 
 
 
 ２ 計  画 
            ※実施する事業の計画内容について、具体的かつ明確に記入してください。 
 
 ３ 実施方法 
 
  (1) 実施地区 

○○町の全地区を対象 
 
 

(2) 実施主体 
○○町国保□□□診療所及び○○町 

 
  (3) 実施概要 
             
             
  (4) 事業の実施 
            1 「悠々自適生活」講演会 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
            2 高齢者健康相談教室 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
            3 スポーツ大会 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 

※事業の実施内容や実施方法は具体的かつ明確に記入してください。 

実施主体（地域医療機関名）は、必ず明記してください。 
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   ＜積算根拠について＞ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
※事業経費については積算根拠を必ず明記してください。 

 

 
 ７ 倫理的配慮 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

※倫理的な配慮について具体的かつ明確に記入してください。 

また、倫理委員会などの承認を得ている研究は写しを、そうでないものは、倫理的配慮が

なされていることがわかるものを添付する。（承諾書等） 

 
 ８ 研究成果  
 
  (1) 現状と今後の課題 
 
  (2) 学会等への発表 
             ○○学会  □□□研究会             計○回 
  (3) 学術雑誌等への投稿 
             ○○○○○○ 
             □□□□□□                   計○編 
 
    (注) 継続研究の場合は、項目８として前年度までの研究成果を必ず記載してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【（イ）の別紙作成要領】 
 
（別紙 3） 
 

悠々生活推進事業計画概要 
 
 
 １ 目  的 
            ※実施する事業の目的について、具体的かつ明確に記入してください。 
            ※“イ”の事業は、地域医療機関と住民とが参加して行う事業です。 
 
 
 ２ 計  画 
            ※実施する事業の計画内容について、具体的かつ明確に記入してください。 
 
 ３ 実施方法 
 
  (1) 実施地区 

○○町の全地区を対象 
 
 

(2) 実施主体 
○○町国保□□□診療所及び○○町 

 
  (3) 実施概要 
             
             
  (4) 事業の実施 
            1 「悠々自適生活」講演会 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
            2 高齢者健康相談教室 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
            3 スポーツ大会 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
               ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 

※事業の実施内容や実施方法は具体的かつ明確に記入してください。 

実施主体（地域医療機関名）は、必ず明記してください。 
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４ 事業経費 
 

科 目            内  訳  金  額 

謝 金 ☆講演会   

 ・講師謝金 @50,000×1 名 50,000 円 

 ☆スポーツ教室   

 ・グランドゴルフ審判員 @5,000×3 名 15,000 円 

印刷製本費 ☆スポーツ大会   

 ・リーフレット @200×200 冊×消費税 43,200 円 

 ☆高齢者健康相談教室   

 ・パンフレット @200×500 冊×消費税 108,000 円 

 ・成人病予防リーフレット @○○×○○○枚×消費税 32,400 円 

備品費※ ☆スポーツ大会   

 ・グランドゴルフセット @100,000×3 セット 300,000 円 

消耗品費 ☆高齢者健康相談教室   

 ・フードモデル 一式 48,000 円 

 ・検査用尿コップ、尿検査紙等 @○○×○○○個×消費税 21,600 円 

 ・◇◇◇◇◇ @○○×○○○枚×消費税 ○○,○○○円 

 ・○○○ @○○×○○○個×消費税 ○○,○○○円 

 ☆スポーツ大会   

 ・▲▲▲▲▲ @○○×○○○個×消費税 ○○,○○○円 

 ・□□□□□ @○○×○○○枚×消費税 ○○,○○○円 

雑 費 ☆スポーツ大会   

 ・参加者、関係者弁当代 @500×200 個×消費税 108,000 円 

 ・参加者、関係者お茶代 @100×200 個×消費税 21,600 円 

合 計   1,944,000 円 

※ 購入する備品の利用説明及びその必要性について、「3 実施方法」で具体的かつ明確に記入

してください。 

 

 

【（ウ）の別紙作成要領】 
 
（別紙 4） 
 

ふるさと農業体験事業計画概要 
 
 １ 目  的 
             ○○町は、人口 40,000 人のうち 30％に当たる 12,000 人が 65 歳以上の 

高齢者であり、特に山間地域においては過疎化･高齢化が進展し地域のコ 
ミュニティ活動や伝統文化の継承が困難となっています。 
 戸数 40 戸、人口 100 名のうち 40％に当たる 40 名が 65 歳以上の高齢 
者である□□□地区では、□□□地区活性化委員会を組織し地区の活性化 
を図るため、都会の子供達との農業体験を通した交流を積極的に推進する 
とともに、高齢者の貴重な経験を生かした伝統工芸作りや○○神楽の伝承 
に努めている。 
 本事業は、中山間地域活性化モデル地区に指定されている□□□地区 
において、都会の子供達と農業体験を通した交流を積極的に実施するこ 
とにより高齢者の生きがい作りや伝統工芸･伝承文化の継承等、地域活性 
化の推進を目的とする。 

 
            ※実施する事業の目的を具体的かつ明確に記入してください。 
 
 ２ 事業計画 
 
 
            ※実施する事業の計画内容について、具体的かつ明確に記入してください。 
 
 
 
 ３ 実施方法 
             年 2 回（春･秋）に□□県△△市立△△小学校の 6 年生○○○名を、 

2 泊 3 日の予定で老人世帯にホームステイとして受け入れ、春には 
田植え、野菜の種蒔きや山菜採りを実施し、秋には小学校の PTA にも 
参加を促し、稲刈り、芋掘りやハイキング、工芸品作成や伝承文化活 
動を実施する。 

 
 
 ４ 実施主体 
            □□□地区活性化委員会 
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４ 事業経費 
 

科 目            内  訳  金  額 

謝 金 ☆講演会   

 ・講師謝金 @50,000×1 名 50,000 円 

 ☆スポーツ教室   

 ・グランドゴルフ審判員 @5,000×3 名 15,000 円 

印刷製本費 ☆スポーツ大会   

 ・リーフレット @200×200 冊×消費税 43,200 円 

 ☆高齢者健康相談教室   

 ・パンフレット @200×500 冊×消費税 108,000 円 

 ・成人病予防リーフレット @○○×○○○枚×消費税 32,400 円 

備品費※ ☆スポーツ大会   

 ・グランドゴルフセット @100,000×3 セット 300,000 円 

消耗品費 ☆高齢者健康相談教室   

 ・フードモデル 一式 48,000 円 

 ・検査用尿コップ、尿検査紙等 @○○×○○○個×消費税 21,600 円 

 ・◇◇◇◇◇ @○○×○○○枚×消費税 ○○,○○○円 

 ・○○○ @○○×○○○個×消費税 ○○,○○○円 

 ☆スポーツ大会   

 ・▲▲▲▲▲ @○○×○○○個×消費税 ○○,○○○円 

 ・□□□□□ @○○×○○○枚×消費税 ○○,○○○円 

雑 費 ☆スポーツ大会   

 ・参加者、関係者弁当代 @500×200 個×消費税 108,000 円 

 ・参加者、関係者お茶代 @100×200 個×消費税 21,600 円 

合 計   1,944,000 円 

※ 購入する備品の利用説明及びその必要性について、「3 実施方法」で具体的かつ明確に記入

してください。 

 

 

【（ウ）の別紙作成要領】 
 
（別紙 4） 
 

ふるさと農業体験事業計画概要 
 
 １ 目  的 
             ○○町は、人口 40,000 人のうち 30％に当たる 12,000 人が 65 歳以上の 

高齢者であり、特に山間地域においては過疎化･高齢化が進展し地域のコ 
ミュニティ活動や伝統文化の継承が困難となっています。 
 戸数 40 戸、人口 100 名のうち 40％に当たる 40 名が 65 歳以上の高齢 
者である□□□地区では、□□□地区活性化委員会を組織し地区の活性化 
を図るため、都会の子供達との農業体験を通した交流を積極的に推進する 
とともに、高齢者の貴重な経験を生かした伝統工芸作りや○○神楽の伝承 
に努めている。 
 本事業は、中山間地域活性化モデル地区に指定されている□□□地区 
において、都会の子供達と農業体験を通した交流を積極的に実施するこ 
とにより高齢者の生きがい作りや伝統工芸･伝承文化の継承等、地域活性 
化の推進を目的とする。 

 
            ※実施する事業の目的を具体的かつ明確に記入してください。 
 
 ２ 事業計画 
 
 
            ※実施する事業の計画内容について、具体的かつ明確に記入してください。 
 
 
 
 ３ 実施方法 
             年 2 回（春･秋）に□□県△△市立△△小学校の 6 年生○○○名を、 

2 泊 3 日の予定で老人世帯にホームステイとして受け入れ、春には 
田植え、野菜の種蒔きや山菜採りを実施し、秋には小学校の PTA にも 
参加を促し、稲刈り、芋掘りやハイキング、工芸品作成や伝承文化活 
動を実施する。 

 
 
 ４ 実施主体 
            □□□地区活性化委員会 
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 ５ 事業経費 
 

科目 内 訳 金額 
謝金 田植え指導者 @10,000×1名×2回 20,000 円 
 稲刈り指導者 @10,000×1名×2回 20,000 円 
 伝承文化活動指導者 @5,000×1 名×2 回 10,000 円 
    
印刷製本費 写真代 @30,000 円×2 回 60,000 円 
    
役務費 活動保険料 @1,000 円×○○○名×2 回 ○○,○○○円 
 郵送料 @200 円×○○○名×2 回 ○○,○○○円 
賃借料 貸し布団   
 @2,000 円×○○○組×3 日×2 回×消費税 ○○,○○○円 
    
備品費 テント一式   
 
 

@220,000 円×1 式×消費税 237,600 円 

消耗品費 バーベキュー調理材料  
 @1,000 円×○○○名×消費税 ○○,○○○円 
 工芸品材料費   
 @1,000 円×○○○名×消費税 ○○,○○○円 
   

計   1,706,400 円 
 
※経費の内訳は、内容、単価、数量、消費税等を必ず明記してください。 
※実施される事業の詳しい内容、これまでの活動内容、コミュニティが主体であることが分かる構

成員名簿及び市(区)町村のコミュニティ政策に関する資料を申請書に添付してください。 

※パンフレット・ポスター・チラシ・新聞記事・記録写真などを添付してください。 

※購入する備品の利用説明及びその必要性について、「３ 実施方法」で具体的かつ明確に記入してく

ださい。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

【（エ）の別紙作成要領】 
 
（別紙 5） 

 
寝たきり予防研修事業計画概要 

 １ 事業目的 
             □□町は、人口 40,000 人のうち 23％に当たる 9,200 人が介護保険第 

一号被保険者であり、平成○○年に「生涯をいきいき過ごせる町づくり」 
を基本理念として□□町高齢者保健福祉計画を作成した。 

さらに平成○○年には「安らぎと生きがいのある社会福祉づくり」の

推進を目的に計画の見直しと介護保険事業計画を策定した。 
この計画では、要介護者及び虚弱高齢者が安心して暮らせる住環境を 

改善するため、介護保険事業における住宅改修制度の仕組みや内容等に 
ついて研修会を開催し、住環境のバリアフリー化を進め、在宅で生活す 
る高齢者の福祉の増進を図る事業で、地域社会における住民の健康及び 
福祉の向上に寄与する。 
 

 ２ 事業計画 
             ○○大学医学部の◇◇講師を招聘し、○○○○○○○○○○○○ 
            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について講演 
            をお願いする。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を対象に 
            ○○○○○○○○○の研修会を開催する。 
            ※実施する事業の計画内容について、具体的かつ明確に記入してください。 
 
 ３ 実施方法 
           (1) 実施地区    □□町民を対象とする 
           (2) 実施主体    □□町 
           (3) 実施内容     

① 講演会「転倒予防」 
② 研修会「住宅改修とバリアフリー」 

 
 ４ 事業経費 

科 目 内 訳 金 額 
謝 金 講演会講師@50,000×1 名 50,000 円 
 研修会講師@25,000×2 名 50,000 円 
旅費交通費 講演会講師（@15,000×往復） 30,000 円 

印刷製本費 
講演会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

@200×500 部×消費税 
 

108,000 円 

 
研修会ﾃｷｽﾄ 

@700×200 部×消費税 
 

151,200 円 
 コピー代 10,000 円 
役務費 切手,電話代 20,000 円 
備品費 研修会用教材ﾊﾟﾈﾙ等一式 200,000 円 
消耗品費 文具等（ﾏｼﾞｯｸ、ｺﾋﾟｰ用紙等） 10,000 円 
合 計  629,200 円 
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 ５ 事業経費 
 

科目 内 訳 金額 
謝金 田植え指導者 @10,000×1名×2回 20,000 円 
 稲刈り指導者 @10,000×1名×2回 20,000 円 
 伝承文化活動指導者 @5,000×1 名×2 回 10,000 円 
    
印刷製本費 写真代 @30,000 円×2 回 60,000 円 
    
役務費 活動保険料 @1,000 円×○○○名×2 回 ○○,○○○円 
 郵送料 @200 円×○○○名×2 回 ○○,○○○円 
賃借料 貸し布団   
 @2,000 円×○○○組×3 日×2 回×消費税 ○○,○○○円 
    
備品費 テント一式   
 
 

@220,000 円×1 式×消費税 237,600 円 

消耗品費 バーベキュー調理材料  
 @1,000 円×○○○名×消費税 ○○,○○○円 
 工芸品材料費   
 @1,000 円×○○○名×消費税 ○○,○○○円 
   

計   1,706,400 円 
 
※経費の内訳は、内容、単価、数量、消費税等を必ず明記してください。 
※実施される事業の詳しい内容、これまでの活動内容、コミュニティが主体であることが分かる構

成員名簿及び市(区)町村のコミュニティ政策に関する資料を申請書に添付してください。 

※パンフレット・ポスター・チラシ・新聞記事・記録写真などを添付してください。 

※購入する備品の利用説明及びその必要性について、「３ 実施方法」で具体的かつ明確に記入してく

ださい。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

【（エ）の別紙作成要領】 
 
（別紙 5） 

 
寝たきり予防研修事業計画概要 

 １ 事業目的 
             □□町は、人口 40,000 人のうち 23％に当たる 9,200 人が介護保険第 

一号被保険者であり、平成○○年に「生涯をいきいき過ごせる町づくり」 
を基本理念として□□町高齢者保健福祉計画を作成した。 

さらに平成○○年には「安らぎと生きがいのある社会福祉づくり」の

推進を目的に計画の見直しと介護保険事業計画を策定した。 
この計画では、要介護者及び虚弱高齢者が安心して暮らせる住環境を 

改善するため、介護保険事業における住宅改修制度の仕組みや内容等に 
ついて研修会を開催し、住環境のバリアフリー化を進め、在宅で生活す 
る高齢者の福祉の増進を図る事業で、地域社会における住民の健康及び 
福祉の向上に寄与する。 
 

 ２ 事業計画 
             ○○大学医学部の◇◇講師を招聘し、○○○○○○○○○○○○ 
            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について講演 
            をお願いする。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を対象に 
            ○○○○○○○○○の研修会を開催する。 
            ※実施する事業の計画内容について、具体的かつ明確に記入してください。 
 
 ３ 実施方法 
           (1) 実施地区    □□町民を対象とする 
           (2) 実施主体    □□町 
           (3) 実施内容     

① 講演会「転倒予防」 
② 研修会「住宅改修とバリアフリー」 

 
 ４ 事業経費 

科 目 内 訳 金 額 
謝 金 講演会講師@50,000×1 名 50,000 円 
 研修会講師@25,000×2 名 50,000 円 
旅費交通費 講演会講師（@15,000×往復） 30,000 円 

印刷製本費 
講演会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

@200×500 部×消費税 
 

108,000 円 

 
研修会ﾃｷｽﾄ 

@700×200 部×消費税 
 

151,200 円 
 コピー代 10,000 円 
役務費 切手,電話代 20,000 円 
備品費 研修会用教材ﾊﾟﾈﾙ等一式 200,000 円 
消耗品費 文具等（ﾏｼﾞｯｸ、ｺﾋﾟｰ用紙等） 10,000 円 
合 計  629,200 円 

 

特 

定 

事 

業

－ 27 －



 

 
 

６ 事業経費 
 

科 目 内 訳 金 額 

賃 金 
資料整理（入力作業） 

@5,000×2 人×60 日 
600,000 円 

謝 金 
大学講師等協議会委員謝金 

（@50,000 円×6 名） 
300,000 円 

印刷製本費 

パンフレット(2,500 枚) 
50,000 円×消費税 

調査票(@30×2,500 枚) 
75,000 円×消費税 

調査結果冊子 
@2,500×250 部×消費税 

ｱﾝｹｰﾄ送付・回収用封筒 
@10×2,500枚×2 50,000円×消費税 

 
54,000 円 

 
81,000 円 

 
675,000 円 

 
54,000 円 

役務費 

ｱﾝｹｰﾄ送付用切手代 
        @100×2,300 箇所 

ｱﾝｹｰﾄ回収用切手代 
    @100×2,300 箇所 

電話料（1 ヶ月） 
 10,000 円 

 
230,000 円 

 
230,000 円 

 
10,000 円 

賃借料 
複写機使用料 

@5,000×10 ｹ月×消費税 
54,000 円 

委託費 調査結果の集計・分析 1,500,000 円 

消耗品費 

紙代 
@1,000円×10包×消費税 10,800円 
事務用品（鉛筆、ﾏｼﾞｯｸ、ﾎﾙﾀﾞｰ等） 

20,000 円 

 
10,800 円 

 
20,000 円 

合計 3,818,800 円 

※経費の内訳は、内容、単価、数量、消費税等を必ず明記してください。 

※委託費については、委託内容を明確にしてください。 

 

 

 

【（オ）の別紙作成要領】 
 
（別紙 6） 
 
 

地域福祉計画策定推進調査事業計画概要 
 
 
 １ 目  的 
            ※実施する事業の目的について、具体的かつ明確に記入してください。 
             
 
 ２ 調査内容 
            ※実施する調査の内容について、具体的かつ明確に記入してください。 
 

３ 調査方法・役割 
※実施する調査の方法や、具体的な役割（自治体の行う部分や委託する部

分など）について具体的かつ明確に記入してください。 

 
 ４ 事業効果 
            ※実施する調査の効果や、今後の展開について、記入してください。 
 
 ５ 実施計画 
 
  (1) 調査地区及び期間 

○○町の全地区を調査対象 
平成○○年 4 月～平成◇◇年 3 月 

 
(2) 調査対象者 

○○町の△△△△△（2,000 人）を対象 
○○町の◇◇◇◇◇（300 団体）を対象 
※調査する対象者、年齢等について、具体的に記入してください。 
 

  (3) 調査方法 
              アンケート票、書面及び電話による聴き取り調査等 
 

(4) タイムスケジュール 

4 月～6 月 
○○○○○検討委員会による調査項目の

検討 

7 月 △△△△△の調査 

  8 月～10 月 ◇◇◇◇◇の調査 

  11 月～ 1 月 調査結果の整理・分析 

  2 月～ 3 月 □□□□□、報告書の作成 
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６ 事業経費 
 

科 目 内 訳 金 額 

賃 金 
資料整理（入力作業） 

@5,000×2 人×60 日 
600,000 円 

謝 金 
大学講師等協議会委員謝金 

（@50,000 円×6 名） 
300,000 円 

印刷製本費 

パンフレット(2,500 枚) 
50,000 円×消費税 

調査票(@30×2,500 枚) 
75,000 円×消費税 

調査結果冊子 
@2,500×250 部×消費税 

ｱﾝｹｰﾄ送付・回収用封筒 
@10×2,500枚×2 50,000円×消費税 

 
54,000 円 

 
81,000 円 

 
675,000 円 

 
54,000 円 

役務費 

ｱﾝｹｰﾄ送付用切手代 
        @100×2,300 箇所 

ｱﾝｹｰﾄ回収用切手代 
    @100×2,300 箇所 

電話料（1 ヶ月） 
 10,000 円 

 
230,000 円 

 
230,000 円 

 
10,000 円 

賃借料 
複写機使用料 

@5,000×10 ｹ月×消費税 
54,000 円 

委託費 調査結果の集計・分析 1,500,000 円 

消耗品費 

紙代 
@1,000円×10包×消費税 10,800円 
事務用品（鉛筆、ﾏｼﾞｯｸ、ﾎﾙﾀﾞｰ等） 

20,000 円 

 
10,800 円 

 
20,000 円 

合計 3,818,800 円 

※経費の内訳は、内容、単価、数量、消費税等を必ず明記してください。 

※委託費については、委託内容を明確にしてください。 

 

 

 

【（オ）の別紙作成要領】 
 
（別紙 6） 
 
 

地域福祉計画策定推進調査事業計画概要 
 
 
 １ 目  的 
            ※実施する事業の目的について、具体的かつ明確に記入してください。 
             
 
 ２ 調査内容 
            ※実施する調査の内容について、具体的かつ明確に記入してください。 
 

３ 調査方法・役割 
※実施する調査の方法や、具体的な役割（自治体の行う部分や委託する部

分など）について具体的かつ明確に記入してください。 

 
 ４ 事業効果 
            ※実施する調査の効果や、今後の展開について、記入してください。 
 
 ５ 実施計画 
 
  (1) 調査地区及び期間 

○○町の全地区を調査対象 
平成○○年 4 月～平成◇◇年 3 月 

 
(2) 調査対象者 

○○町の△△△△△（2,000 人）を対象 
○○町の◇◇◇◇◇（300 団体）を対象 
※調査する対象者、年齢等について、具体的に記入してください。 
 

  (3) 調査方法 
              アンケート票、書面及び電話による聴き取り調査等 
 

(4) タイムスケジュール 

4 月～6 月 
○○○○○検討委員会による調査項目の

検討 

7 月 △△△△△の調査 

  8 月～10 月 ◇◇◇◇◇の調査 

  11 月～ 1 月 調査結果の整理・分析 

  2 月～ 3 月 □□□□□、報告書の作成 
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[8] 「交付申請書」提出の際のまとめ方 

 

 

    全て A4 版縦長で統一してまとめ、作成してください。 
 
 
 

2穴で綴じ紐（ホチキス留めは不可） 
 
 
 
 
 

← ① 都道府県分の交付申請書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ② 市(区)町村分の副申 
 
 
 
 
 

← ③ 市(区)町村分の 
交付申請書 
（市(区)町村名の 

インデックスを必ず貼付） 

 

 

 

 

 

 

  1 提出書類（別紙・添付書類を含む）は全て A4 版（縦長）で統一してまとめ、折らずに 

   原サイズのまま送付してください。 
  2 交付申請書には団体名のインデックスを指定箇所に貼付してください。 

 

【都道府県の副申】 
 
様式第 2 号の 2 

○○○第□号 
平成 年 月 日 

 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 
 

○○○知事   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 

平成 30 年度特定事業（市(区)町村分）交付申請に係る副申 
 

管下市(区)町村の特定事業の交付申請について、次のとおり進達します。 
                                

番

号 
事業 
区分 

市(区)町村名 意    見    等 

1 ウ ○○○町 
（事業名） 
[総事業費      千円] 
[交付金       千円] 
[自己負担金     千円] 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

2 ア ○○○市 
（事業名） 
[総事業費      千円] 
[交付金       千円] 
[自己負担金     千円] 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

3 エ ○○○市 
（事業名） 
[総事業費      千円] 
[交付金       千円] 
[自己負担金     千円] 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○ 

4 ウ ○○○村 
（事業名） 
[総事業費      千円] 
[交付金       千円] 
[自己負担金     千円] 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○ 

交 付 金 
申請額合計 

千円  

（注）1 この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 
    2 都道府県で判断する事業区分ごとの優先順位の順に記入してください。 
    3 「意見等」欄は、交付対象事業者として適当であると認めた理由等を記入してください。 

 

※交付金申請額は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 
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[8] 「交付申請書」提出の際のまとめ方 

 

 

    全て A4 版縦長で統一してまとめ、作成してください。 
 
 
 

2穴で綴じ紐（ホチキス留めは不可） 
 
 
 
 
 

← ① 都道府県分の交付申請書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ② 市(区)町村分の副申 
 
 
 
 
 

← ③ 市(区)町村分の 
交付申請書 
（市(区)町村名の 

インデックスを必ず貼付） 

 

 

 

 

 

 

  1 提出書類（別紙・添付書類を含む）は全て A4 版（縦長）で統一してまとめ、折らずに 

   原サイズのまま送付してください。 
  2 交付申請書には団体名のインデックスを指定箇所に貼付してください。 

 

【都道府県の副申】 
 
様式第 2 号の 2 

○○○第□号 
平成 年 月 日 

 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 
 

○○○知事   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 

平成 30 年度特定事業（市(区)町村分）交付申請に係る副申 
 

管下市(区)町村の特定事業の交付申請について、次のとおり進達します。 
                                

番

号 
事業 
区分 

市(区)町村名 意    見    等 

1 ウ ○○○町 
（事業名） 
[総事業費      千円] 
[交付金       千円] 
[自己負担金     千円] 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

2 ア ○○○市 
（事業名） 
[総事業費      千円] 
[交付金       千円] 
[自己負担金     千円] 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

3 エ ○○○市 
（事業名） 
[総事業費      千円] 
[交付金       千円] 
[自己負担金     千円] 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○ 

4 ウ ○○○村 
（事業名） 
[総事業費      千円] 
[交付金       千円] 
[自己負担金     千円] 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○ 

交 付 金 
申請額合計 

千円  

（注）1 この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 
    2 都道府県で判断する事業区分ごとの優先順位の順に記入してください。 
    3 「意見等」欄は、交付対象事業者として適当であると認めた理由等を記入してください。 

 

※交付金申請額は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 

 

特 

定 

事 

業
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[9] 「実績報告書」作成要領 
 
様式第 4 号 

○○○第 号 
平成 年 月 日 

 
 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 
 

○○○市(区)町村長   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金（特定事業）実績報告書 
 
 

平成 年 月 日付け地域振総第 号で交付決定の通知があった長寿社会づくりソフト事業費の 
実施状況は、次のとおりであるので報告します。 

 
 

                                     （単位：千円） 

番

号 
事業 
区分 

事業の名称 実 施 概 要 
事業完了 
時  期 

支 出 総 額 交付決定額 
摘 
要 

 
1 
 
 

2 
 
 

3 

 
ア 
 
 

イ 
 
 

ウ 
 

 
○○○○○○○ 
 
 
○○○○○ 
 
 
○○○○○○ 

 
別紙 1のとおり 
 
 
別紙 2のとおり 
 
 
別紙 3のとおり 

 
平成 31 年 3 月 

 
 

平成 31 年 3 月 
 
 

平成 31 年 3 月 

 
○,○○○ 

 
 

○,○○○ 
 
 

○,○○○ 

 
○,○○○ 

 
 

○,○○○ 
 
 

○,○○○ 

 
 

合   計 ○,○○○ ○,○○○  

 

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:          

 
（注） この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 

 
※支出総額、交付決定額は、千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。

 

 

 

（別紙○） 

 

 １ 事業の名称 

           ○○○○○○○○○ 

 

 ２ 事業の目的 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ３ 実施方法 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ４ 事 業 内 容 

   及び実施状況 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ５ 事業の効果 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

    ※「事業の効果」は、どの様な効果があったのか等を具体的に記入してください。 

 

 

 ６ 収支決算報告書 

                                                                                  (単位：円） 

収  入 支  出 

科 目 金 額 摘 要 科 目 金 額 摘 要 

      

合 計   合 計   

    ※「摘要」欄には、人数・数量、単価、品名、内訳等を記してください。 

※実績報告書に新聞記事や記録写真などがある場合は添付してください。 
 
 

特 

定 

事 

業
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[9] 「実績報告書」作成要領 
 
様式第 4 号 

○○○第 号 
平成 年 月 日 

 
 公益財団法人 地域社会振興財団 
  理事長  ○ ○  ○ ○ 殿 
 
 

○○○市(区)町村長   ○ ○ ○ ○ ㊞ 
 
 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金（特定事業）実績報告書 
 
 

平成 年 月 日付け地域振総第 号で交付決定の通知があった長寿社会づくりソフト事業費の 
実施状況は、次のとおりであるので報告します。 

 
 

                                     （単位：千円） 

番

号 
事業 
区分 

事業の名称 実 施 概 要 
事業完了 
時  期 

支 出 総 額 交付決定額 
摘 
要 

 
1 
 
 

2 
 
 

3 

 
ア 
 
 

イ 
 
 

ウ 
 

 
○○○○○○○ 
 
 
○○○○○ 
 
 
○○○○○○ 

 
別紙 1のとおり 
 
 
別紙 2のとおり 
 
 
別紙 3のとおり 

 
平成 31 年 3 月 

 
 

平成 31 年 3 月 
 
 

平成 31 年 3 月 

 
○,○○○ 

 
 

○,○○○ 
 
 

○,○○○ 

 
○,○○○ 

 
 

○,○○○ 
 
 

○,○○○ 

 
 

合   計 ○,○○○ ○,○○○  

 

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:          

 
（注） この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 

 
※支出総額、交付決定額は、千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。

 

 

 

（別紙○） 

 

 １ 事業の名称 

           ○○○○○○○○○ 

 

 ２ 事業の目的 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ３ 実施方法 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ４ 事 業 内 容 

   及び実施状況 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ５ 事業の効果 

            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

           ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

    ※「事業の効果」は、どの様な効果があったのか等を具体的に記入してください。 

 

 

 ６ 収支決算報告書 

                                                                                  (単位：円） 

収  入 支  出 

科 目 金 額 摘 要 科 目 金 額 摘 要 

      

合 計   合 計   

    ※「摘要」欄には、人数・数量、単価、品名、内訳等を記してください。 

※実績報告書に新聞記事や記録写真などがある場合は添付してください。 
 
 

特 

定 

事 

業
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 [10] 「実績報告書」提出の際のまとめ方 
 
 
    全て A4 版縦長で統一してまとめ、作成してください。 
 
 
 

2 穴で綴じ紐（ホチキス留めは不可） 
 
 
 
 
 

← ① 都道府県分の実績報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ② 市(区)町村分の 
実績報告書 

（市(区)町村名の 

インデックスを必ず貼付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 提出書類（別紙・添付書類を含む）は全て A4 版（縦長）で統一してまとめ、折らずに 

   原サイズのまま送付してください。 

  2 実績報告書には団体名のインデックスを指定箇所に貼付してください。 

  3 実績報告書と交付請求書は必ず別々にまとめたうえで一緒に送付してください。 

 

[11]「交付請求書」作成要領 

 

様式第 5 号 

 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付請求書 

 

特定事業交付金額     金            千円 

一般事業交付金額     金            千円 

合      計     金            千円 

交付金振込希望 

金 融 機 関 名  

  ○

ふり

○

がな

 銀 行  △△△

ふりがな

支 店 

 

  普通・当座 口座番号 ○○○○○○○ 

 

  名 義   ○○県会計管理者

ふ り が な

 □□□□□

ふ り が な

 

 

 平成  年  月  日付け地域振総第  号で交付決定の通知があった長寿社 

会づくりソフト事業については、別紙実績報告書のとおりであるので地域医療等振 

興事業費交付金交付事業実施規程第 10 条の規定により、次のとおり交付されるよう 

請求します。 

 

      平成  年  月  日 

 

 

     公益財団法人 地域社会振興財団 

      理 事 長  ○ ○  ○ ○ 殿 

 

 

○○○市(区)町村長   ○ ○ ○ ○  ㊞ 

 

 

 

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:           

（注）この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 

 

※預金種目は普通・当座・別段等をお書きください。口座番号が無い場合は「口座番号なし」 

とお書きください。また、金融機関の名義及びふりがなは、必ず全て記入してください。 

※交付請求額は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 

特 

定 

事 
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 [10] 「実績報告書」提出の際のまとめ方 
 
 
    全て A4 版縦長で統一してまとめ、作成してください。 
 
 
 

2 穴で綴じ紐（ホチキス留めは不可） 
 
 
 
 
 

← ① 都道府県分の実績報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ② 市(区)町村分の 
実績報告書 

（市(区)町村名の 

インデックスを必ず貼付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 提出書類（別紙・添付書類を含む）は全て A4 版（縦長）で統一してまとめ、折らずに 

   原サイズのまま送付してください。 

  2 実績報告書には団体名のインデックスを指定箇所に貼付してください。 

  3 実績報告書と交付請求書は必ず別々にまとめたうえで一緒に送付してください。 

 

[11]「交付請求書」作成要領 

 

様式第 5 号 

 

平成 30 年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付請求書 

 

特定事業交付金額     金            千円 

一般事業交付金額     金            千円 

合      計     金            千円 

交付金振込希望 

金 融 機 関 名  

  ○

ふり

○

がな

 銀 行  △△△

ふりがな

支 店 

 

  普通・当座 口座番号 ○○○○○○○ 

 

  名 義   ○○県会計管理者

ふ り が な

 □□□□□

ふ り が な

 

 

 平成  年  月  日付け地域振総第  号で交付決定の通知があった長寿社 

会づくりソフト事業については、別紙実績報告書のとおりであるので地域医療等振 

興事業費交付金交付事業実施規程第 10 条の規定により、次のとおり交付されるよう 

請求します。 

 

      平成  年  月  日 

 

 

     公益財団法人 地域社会振興財団 

      理 事 長  ○ ○  ○ ○ 殿 

 

 

○○○市(区)町村長   ○ ○ ○ ○  ㊞ 

 

 

 

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:           

（注）この様式は、A4 判（縦長）を用いてください。 

 

※預金種目は普通・当座・別段等をお書きください。口座番号が無い場合は「口座番号なし」 

とお書きください。また、金融機関の名義及びふりがなは、必ず全て記入してください。 

※交付請求額は千円単位（千円未満切捨て）で記入してください。 
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 [12] 「交付請求書」提出の際のまとめ方 

 

 

    全て A4 版縦長で統一してまとめ、作成してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ① 都道府県及び市(区)町村分 
の交付請求書 

 
 
 
 
 
 

← 振込み先確認のため 
担当者の連絡先を 
記入してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 提出書類（別紙・添付書類を含む）は全て A4 版（縦長）で統一してまとめ、折らずに 

   原サイズのまま送付してください。 

  2 実績報告書と交付請求書は必ず別々にまとめたうえで一緒に送付してください。 

  3 交付請求書には振込み先確認のため、必ず担当者の連絡先を記入してください。 

 

特 

定 

事 
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 [12] 「交付請求書」提出の際のまとめ方 

 

 

    全て A4 版縦長で統一してまとめ、作成してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ① 都道府県及び市(区)町村分 
の交付請求書 

 
 
 
 
 
 

← 振込み先確認のため 
担当者の連絡先を 
記入してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 提出書類（別紙・添付書類を含む）は全て A4 版（縦長）で統一してまとめ、折らずに 

   原サイズのまま送付してください。 

  2 実績報告書と交付請求書は必ず別々にまとめたうえで一緒に送付してください。 

  3 交付請求書には振込み先確認のため、必ず担当者の連絡先を記入してください。 

 

高 齢 社 会 対 策 大 綱



－ 37 －

第１ 目的及び基本的考え方 
 
１ 大綱策定の目的 

 
我が国は、戦後の経済成長による国民の生活水準の向上や、医療体制の整備や医療技術の進歩、

健康増進等により、平均寿命を延伸させ、長寿国のフロントランナーとなった。このことは、我が

国の経済社会が成功した証であると同時に、我が国の誇りであり、次世代にも引き継ぐべき財産と

いえる。 
しかしながら、人口縮減に伴い、世界に前例のない速さで高齢化が進み、世界最高水準の高齢化

率となり、世界のどの国もこれまで経験したことのない超高齢社会を迎えている。 
また、戦後生まれの人口規模の大きな世代が 65 歳となり始めた今、「人生 65 年時代」を前提と

した高齢者の捉え方についての意識改革をはじめ、働き方や社会参加、地域におけるコミュニティ

や生活環境の在り方、高齢期に向けた備え等を「人生 90 年時代」を前提とした仕組みに転換させ

る必要がある。そして、活躍している人や活躍したいと思っている人たちの誇りや尊厳を高め、意

欲と能力のある高齢者には社会の支え手となってもらうと同時に、支えが必要となった時には、周

囲の支えにより自立し、人間らしく生活できる尊厳のある超高齢社会を実現させていく必要がある。 
さらに、少子高齢化に伴う人口縮減に対応するためには、人材が財産である我が国においては、

今まで以上に高齢者のみならず、若年者、女性の就業の向上や職業能力開発の推進等により、国民

一人ひとりの意欲と能力が最大限に発揮できるような全世代で支え合える社会を構築することが必

要である。 
このため、高齢社会対策基本法（以下「法」という。）第 6 条の規定に基づき、政府が推進すべ

き基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針として、この大綱を定める。 
 
２ 基本的考え方 

 
高齢社会対策は、法第2条に掲げる次のような社会が構築されることを基本理念として行う。 

 
① 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活

力ある社会 
② 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の

精神に立脚して形成される社会 
③ 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会 

 
これらの社会の構築に向け、以下に掲げる 6つの基本的考え方に則り、高齢社会対策を進める。 

 
(1) 「高齢者」の捉え方の意識改革 

高齢者の健康や経済的な状況は多様であるにもかかわらず、一律に「支えられる」人である

という認識と実態との乖離をなくし、高齢者の意欲や能力を活かす上での阻害要因を排除する

ために、高齢者に対する国民の意識改革を図る必要がある。 
また、1947 年から 1949 年に生まれ、社会に対して多大な影響を与え得る世代であると考
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えられる団塊の世代が 2012 年から 65 歳となり、2012 年から 2014 年に 65 歳以上の者の人

口が毎年 100 万人ずつ増加するなど高齢者層の大きな比重を占めることになる。このため、

これまでに作られてきた「高齢者」像に一層の変化が見込まれることから、意識改革の重要性

は増している。このため、高齢者の意欲や能力を最大限活かすためにも、「支えが必要な人」

という高齢者像の固定観念を変え、意欲と能力のある65歳以上の者には支える側に回っても

らうよう、国民の意識改革を図るものとする。 
 

(2) 老後の安心を確保するための社会保障制度の確立 
社会保障制度の設計に当たっては、国民の自立を支え、安心して生活ができる社会基盤を整

備するという社会保障の原点に立ち返り、その本源的機能の復元と強化を図るため、自助・共

助・公助の最適バランスに留意し、自立を家族、国民相互の助け合いの仕組みを通じて支援す

ることとする。 
また、格差の拡大等に対応し、所得の再分配機能の強化や子ども・子育て支援の充実を通じ

て、全世代にわたる安心の確保を図るとともに、社会保障の機能の充実と給付の重点化、制度

運営の効率化を同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って負担の増大を抑制

する。これらを通じ、国民一人ひとりの安心感を高め、持続可能な社会保障制度の構築を図る

ものとする。その際、年齢や性別に関係なく、全ての人が社会保障の支え手であると同時に、

社会保障の受益者であることを実感できる制度を確立する。 
 

(3) 高齢者の意欲と能力の活用 
高齢期における個々の労働者の意欲・体力等には個人差があり、家庭の状況等も異なること

から、雇用就業形態や労働時間等のニーズが多様化している。意欲と能力のある高齢者の、活

躍したいという意欲を活かし、年齢にかかわりなく働くことができる社会を目指すために、多

様なニーズに応じた柔軟な働き方が可能となる環境整備を図るものとする。 
また、生きがいや自己実現を図ることができるようにするため、様々な生き方を可能とする

新しい活躍の場の創出など社会参加の機会の確保を推進することで、高齢者の「居場所」と「出

番」をつくる。 
さらに、今後、高齢者の意欲と能力が最大限発揮されるためには、高齢者のニーズを踏まえ

たサービスや商品開発の促進により、高齢者の消費を活性化し、需要面から高齢化に対応した

産業や雇用の拡大支援を図るものとする。 
 

(4) 地域力の強化と安定的な地域社会の実現 
地域とのつながりが希薄化している中で、高齢者の社会的な孤立を防止するためには、地域

のコミュニティの再構築を図る必要がある。また、介護の面においても、高齢化が進展する中

で核家族化等の世帯構造の変化に伴い、家庭内で介護者の負担が増加しないように介護を行う

家族を支えるという点から、地域のつながりの構築を図るものとする。地域のコミュニティの

再構築に当たっては、地縁を中心とした地域でのつながりや今後の超高齢社会において高齢者

の活気ある新しいライフスタイルを創造するために、地縁や血縁にとらわれない新しい形のつ

ながりも含め、地域の人々、友人、世代や性別を超えた人々との間の「顔の見える」助け合い

により行われる「互助」の再構築に向けた取組を推進するものとする。また、地域における高
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齢者やその家族の孤立化を防止するためにも、いわゆる社会的に支援を必要とする人々に対し、

社会とのつながりを失わせないような取組を推進していくものとする。さらに、高齢者が安心

して生活するためには、高齢者本人及びその家族にとって、必要な時に必要な医療や介護が受

けられる環境が整備されているという安心感を醸成し、地域で尊厳を持って生きられるような、

医療・介護の体制の構築を進める必要がある。 
 

(5) 安全・安心な生活環境の実現 
高齢者にとって、日常の買い物、病院への通院等、地域での生活に支障が生じないような環

境を整備する必要があり、それを可能とするバリアフリーなどを十分に進める。あわせて、子

育て世代が住みやすく、高齢者が自立して健康、安全、快適に生活できるような、医療や介護、

職場、住宅が近接した集約型のまちづくりを推進し、高齢者向け住宅の供給促進や、地域の公

共交通システムの整備等に取り組む。また、高齢者を犯罪、消費者トラブル等から守り、高齢

者の安全・安心を確保する社会の仕組みを構築するために、地域で孤立させないためのコミュ

ニケーションの促進が重要である。このため、高齢者が容易に情報を入手できるように、高齢

者にも利用しやすい情報システムを開発し、高齢者のコミュニケーションの場を設ける必要が

ある。 
 

(6) 若年期からの「人生90年時代」への備えと世代循環の実現 
高齢期を健康でいきいきと過ごすためには、若い頃からの健康管理、健康づくりへの取組や

生涯学習や自己啓発の取組が重要である。また、男性にとっても女性にとっても、仕事時間と

育児や介護、自己啓発、地域活動等の生活時間の多様でバランスのとれた組み合わせの選択を

可能にする、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進を図るものとする。また、

高齢期における経済的自立という観点からは、就労期に実物資産や金融資産等のストックを適

正に積み上げ、引退後はそれらの資産を活用して最後まで安心して生活できる経済設計を可能

とする取組を図るものとする。あわせて、高齢者の築き上げた資産を次世代が適切に継承でき

るよう、社会に還流できる仕組みの構築を図るものとする。 
なお、非正規雇用の労働者は正規雇用の労働者と比べ、教育訓練の機会が 少ないため職業
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第２ 分野別の基本的施策 
 
上記の高齢社会対策の推進の基本的考え方を踏まえ、就業・年金等分野、健康・介護・医療等分

野、社会参加・学習等分野、生活環境等分野、高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進、

全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築の６つの分野別の基本的施策に関する中期にわた

る指針を次のとおり定め、これに沿って施策の展開を図るものとする。 
 
１ 就業・年金等分野に係る基本的施策 

 
少子高齢化が急速に進展し労働力人口が減少する中、経済社会の活力を維持するため、意欲と能

力のある高齢者がその知識と経験をいかして、65歳以上であっても経済社会の重要な支え手、担い

手として活躍することができるような社会を目指す。 
現在の年金制度に基づく公的年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、希望者全員がその意欲と

能力に応じて 65 歳まで働けるよう、定年の引上げや継続雇用制度の導入等による安定的な雇用の

確保を図ると同時に、年齢にかかわりなく働くことができる社会の実現に向けた雇用・就業環境の

整備を図る。 
勤労者が、職業生活と家庭や地域での生活とを両立させつつ、職業生活の全期間を通じて能力を

有効に発揮することができるよう、職業能力の開発、労働時間の短縮、育児・介護休業制度の普及

などの施策を推進する。 
職業生活からの引退後の所得については、国民の社会的連帯を基盤とする公的年金を中心とし、

これに職域や個人の自助努力による企業年金、退職金、個人年金等の個人資産を適切に組み合わせ

て、その確保を図る。 
 

(1) 全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 
 

ア 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組 
年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、国民各層の意見を幅広く聴きながら、

当該社会の在り方やそのための条件整備について検討するなど、社会的な気運の醸成を図

る。併せて、労働者自身による中高年期からの高齢期を見据えた職業能力開発等、高齢者

の多様な就業ニーズに対応した雇用・就業機会の確保等の環境整備を進める。 
また、労働者の募集及び採用に関しての年齢制限の禁止について、民間の職業紹介事業

者の協力を得つつ、公共職業安定所が主体となって年齢にかかわりなく均等な機会を与え

るよう引き続き事業主に対する啓発・指導を行う。 
 

イ 多様な形態による雇用・就業機会の確保 
高齢期は、個々の労働者の健康・意欲・体力等に個人差があり、雇用就業形態や労働時

間等についてのニーズが多様化することから、多様な雇用・就業ニーズに応じた環境整備

を行うことにより雇用・就業機会の確保を図る。 
特に、退職後に、臨時的・短期的又は軽易な就業等を希望する高齢者等に対して、地域

の日常生活に密着した仕事を提供するシルバー人材センター事業を推進する。 
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その他、労働者が様々な変化に対応しつつキャリア形成を行い、高齢期に至るまで職業

生活の充実を図ることができるよう、必要な情報を提供するとともに、事業主による援助

を促進する。 
 
ウ 高齢者等の再就職の援助・促進 

定年、解雇等により離職する高齢者等が可能な限り早期かつ円滑に再就職できるよう、

事業主に対し、再就職援助措置による在職中からの再就職の援助及び職業能力開発等につ

いて指導・援助を行うとともに、離職予定者に対し、的確な職業相談及び職業紹介を行う。 
離職した高齢者等については、失業期間中の生活の安定を図るため雇用保険を支給しつ

つ、その早期再就職が可能となるよう、効果的な職業相談及び職業紹介を行うほか、職業

能力開発、求人開拓、雇用情報提供等を実施する。 
 
エ 起業の支援 

自らの職業経験を活用すること等により、高齢者が事業を創出し、継続的な就業機会の

確保ができるよう、起業の意欲を有する高齢者に対して、起業に伴う各種手続等の相談や

資金調達等の支援を行う。 
 

オ 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保 
事業主に対して定年の引上げ、継続雇用制度等の雇用確保措置の導入等について指導を

行うとともに、現在の年金制度に基づく公的年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、無

年金・無収入者が生じることのないよう雇用と年金を確実に接続させ、希望者全員がその

意欲と能力に応じて65歳まで働けるよう、安定的な雇用の確保を図る。 
あわせて、職業能力の開発及び向上、賃金・人事処遇制度の見直し、その他諸条件の整

備に係る相談・援助などを実施するとともに、高齢者の雇用に関する各種助成金制度や給

付制度等の有効な活用を図る。 
加齢に伴う心身機能の変化を考慮して、労働災害防止対策、働きやすい快適な職場づく

り及び健康確保対策を推進する。 
 

(2) 勤労者の生涯を通じた能力の発揮 
 
ア 勤労者の職業生活の全期間を通じた能力の開発 

職業生涯の長期化や働き方の多様化等が進む中、勤労者が職業生活の全期間を通じてそ

の能力を発揮できるようにするために、勤労者の段階的・体系的な職業能力の開発・向上

を促進し、ひいては人材の育成・確保や労働生産性の向上につなげる。 
このため、職業訓練の実施や能力本位の労働市場の形成を支援するのみならず、個々人

にあった職業生涯を通じたキャリア形成支援を推進する。 
 
イ ゆとりある職業生活の実現等 

労働時間等に関する事項について、高齢者を含めたすべての労働者の健康と生活に配慮

するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善し、仕事と生活の調和（ワーク・ライ
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これに職域や個人の自助努力による企業年金、退職金、個人年金等の個人資産を適切に組み合わせ

て、その確保を図る。 
 

(1) 全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 
 

ア 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組 
年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、国民各層の意見を幅広く聴きながら、
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る。併せて、労働者自身による中高年期からの高齢期を見据えた職業能力開発等、高齢者

の多様な就業ニーズに対応した雇用・就業機会の確保等の環境整備を進める。 
また、労働者の募集及び採用に関しての年齢制限の禁止について、民間の職業紹介事業

者の協力を得つつ、公共職業安定所が主体となって年齢にかかわりなく均等な機会を与え

るよう引き続き事業主に対する啓発・指導を行う。 
 

イ 多様な形態による雇用・就業機会の確保 
高齢期は、個々の労働者の健康・意欲・体力等に個人差があり、雇用就業形態や労働時

間等についてのニーズが多様化することから、多様な雇用・就業ニーズに応じた環境整備

を行うことにより雇用・就業機会の確保を図る。 
特に、退職後に、臨時的・短期的又は軽易な就業等を希望する高齢者等に対して、地域

の日常生活に密着した仕事を提供するシルバー人材センター事業を推進する。 
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フ・バランス）の実現を図る。 
具体的には、年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の短縮に引き続き重点を置いて、

労使の自主的な取組を積極的に促進する。 
さらに、子の養育や家族の介護を行う労働者、自発的な職業能力開発を図る労働者、ボ

ランティア活動や地域活動等を行う労働者など、特に配慮が必要な労働者に対する特別な

休暇の普及等について労使の取組を推進する。 
 

ウ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進 
育児休業、介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境づくり、育児や介護をしなが

ら働き続けやすい環境の整備などを進め、仕事と育児・介護とを両立することができる雇

用・就業環境の整備を図る。 
 

エ 多様な勤務形態の環境整備 
パートタイム労働や派遣労働など多様な働き方を選択できる環境を整備する。また、様々

な働き方を希望する高齢者の就業機会の創出等に資する、情報通信技術を活用した場所と

時間にとらわれない柔軟な働き方であるテレワークの一層の普及拡大を図る。 
 

(3) 公的年金制度の安定的運営 
 

ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立 
公的年金制度は、老後の生活を支える柱であり、長期にわたり、多くの国民の生活に影

響を与えるものである。制度安定化のため、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の

強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、基礎年金国庫負担２分の１

を恒久化した。 
また、「社会保障・税一体改革大綱」（平成 24 年 2 月 17 日閣議決定）では、「所得比例

年金」と「最低保障年金」の組み合わせからなる一つの公的年金制度にすべての人が加入

する新しい年金制度の創設について、国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、引き

続き実現に取り組む旨等が盛り込まれた。 
さらに、社会保障制度改革推進法では、「今後の公的年金制度については、財政の現況及

び見通し等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得る」とされた

ところであり、政府としては、同法の規定に則し、高齢化が急速に進行する中で、年金制

度が高齢期の生活の基本部分を確実に支えるという機能を将来にわたって担っていくこと

ができるよう、国民年金制度の今後のあり方、公的年金制度における最低保障機能のあり

方などの課題について、様々な意見をもとに幅広く議論し、国民的な合意を得て必要な改

革を行い、持続可能で安心できる制度の確立を図る。 
 

イ 低年金・無年金問題への対応 
わが国の人口構成や産業構造が大きく変化する中で、国民年金の加入者に非正規労働者

が増えた結果、不安定な雇用者に対する将来の年金保障が十分なものになっていないとい

う問題や、保険料の負担増により未納・未加入問題が加速し、将来の無年金・低年金が増
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加する懸念があるといった問題が発生している。このような問題に対応し、「公的年金制度

の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の附

則で法制上の措置を講ずることとされている「低所得高齢者等への福祉的給付」など、低

年金・無年金者問題に対応するための施策に取り組む。 
 

ウ 働き方やライフコースの選択に中立的な年金制度の構築 
人口構成や雇用形態、家族形態や地域のありかたが大きく変化する中で、出産・子育て

を含めた多様な生き方や働き方に中立的な制度を目指し、短時間労働者に対する厚生年金

の適用拡大や第３号被保険者制度の見直しなど働き方やライフコースの選択に中立的な年

金制度の構築に向け、検討を行う。 
 
 

エ 年金記録問題への対応・業務運営の効率化 
年金記録問題への対応を「国家プロジェクト」として位置づけ、平成 25 年度までにで
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ウ 高齢期に備える資産形成等の促進 
ゆとりある高齢期の生活に資するため、勤労者の在職中からの計画的な財産形成を引き

続き促進する。 
また、判断能力が不十分な高齢者の安全な財産管理の支援に資する成年後見制度の周知
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さらに、社会保障制度改革推進法では、「今後の公的年金制度については、財政の現況及
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ところであり、政府としては、同法の規定に則し、高齢化が急速に進行する中で、年金制
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２ 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 
 

我が国において少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、

全ての国民が共に支え合いながら希望や生き甲斐を持ち、高齢期に至っても、健やかで心豊かに生

活できる活力ある社会を実現し、長寿を全うできるよう、生涯にわたる健康づくりを総合的に推進

する。 
高齢者介護については、介護を国民皆で支え合う仕組みとして創設された介護保険制度の着実な

実施を図る。また、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるようにするため、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが一体的に提

供される「地域包括ケアシステム」の確立を目指す。加えて今後急速に増加することが予想される

認知症を有する人が地域において自立した生活を継続できるよう支援体制の整備を更に推進する。 
また、今後も高齢化の進展等で医療費の増加が見込まれる中、引き続き安心して良質な医療を受

けることができるよう、人口構造の変化に対応できる持続可能な医療保険制度を構築する。 
 

(1) 健康づくりの総合的推進 
 

ア 生涯にわたる健康づくりの推進 
「健康日本21（第2次）」を踏まえ、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒

等の生活習慣の改善に若年期から取り組むことにより、健康を増進し、疾病を予防する「一

次予防」に重点を置いた対策を推進するとともに、合併症の発症や症状の進展等の「重症

化予防」に重点を置いた対策を推進する。 
また、個人による選択を基本とした、国民の主体的な健康づくりを支援するため、十分

かつ的確な情報を提供する。また、性別、年齢等の差異を踏まえ、科学的根拠に基づいた

目標を設定し、目標を達成するための活動の成果を適切に評価して、その後の健康づくり

に反映させる。 
さらに、多様化、高度化する住民ニーズに対応するため、地域に根ざした住民の生活に

密着した社会関係資本（ソーシャルキャピタル）等の地域資源の活用が維持されるよう、

その核となる人材の育成に努めるとともに、健康づくりに関連する関係機関、民間団体等

が相互に連携して健康増進の取組を推進する体制を整備する。さらには、企業における健

康の保持増進に係る措置など勤労者の健康管理等の実施を促進することはもとより、学校

保健との連携などライフステージを通じた取組を推進する。 
あわせて、生活習慣病の予防対策として、医療保険者による特定健康診査・特定保健指

導の実施率の向上など、各般の健診に関する取組を進めていく。 
また、子どもから成人、高齢者に至るまで、ライフステージに応じた間断ない食育を推

進し、「生涯食育社会」の構築を目指す。そのため、国は、一人ひとりの国民が自ら食育に

関する取組が実践できるように、情報提供する等適切な施策を推進する。 
その際には、家庭の態様の多様化、社会的あるいは経済的環境要因、高齢化等により、

健全な食生活を実現することが困難な立場にある者にも十分配慮し、NPO などの新しい

公共との連携や、協働等を含めた支援施策も講じつつ、食育を推進する。 
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イ 健康づくりの施設の整備等 
生涯にわたる健康づくりに資するため、地域における健康づくりに関連した施設の整備

等を推進するとともに、自然とのふれあいの中で健康づくりができるよう、必要な施設等

の整備等を推進する。あわせて、健康づくりに関する活動に自発的に取り組む企業、民間

団体等との連携や健康づくりの支援の役割を担う人材の確保及び育成等を図る。 
 

ウ 介護予防の推進 
高齢者の自立支援と生活の質の向上のために、疾病予防、介護予防やリハビリテーショ

ンにさらに取り組むとともに、高齢者の地域活動への参加を促し、地域活動の担い手とし

ての役割を果たすことができる地域社会の構築により介護予防の取組を推進する。 
 

(2) 介護保険制度の着実な実施 
 
介護を国民皆で支え合うことにより要介護高齢者等の自立を支援する制度として創設され

た介護保険制度の着実な実施を図る。また、その実施状況を踏まえ、運用面において必要な改

善を行うこと等により、制度の定着を図る。 
また、介護保険の関連施策として、高齢者の生活支援等の施策の充実を図る。 

 
(3) 介護サービスの充実 

 
ア 必要な介護サービスの確保 

地方公共団体における介護保険事業計画等の状況を踏まえ、要介護高齢者の需要に応じ

た良質な介護サービス基盤の計画的な整備を進めるとともに、地域住民が可能な限り、住

み慣れた地域で介護サービスを継続的・一体的に受けることのできる体制（地域包括ケア

システム）の実現を目指す。 
このため、訪問介護員、介護福祉士等の人材の養成確保を図るほか、24時間対応の定期

巡回・随時対応サービス等の在宅サービスの充実や、認知症対応型共同生活介護事業所、

特別養護老人ホーム、老人保健施設などの介護基盤やサービス付きの高齢者向け住宅等の

高齢者の住まいの整備などを進める。 
また、福祉用具・住宅改修の適切な普及・活用の促進を図る。 
あわせて、介護労働者の雇用管理の改善、公共職業安定所及び民間による労働力需給調

整機能の向上などを図る。 
 

イ 介護サービスの質の向上 
高齢者介護サービスを担う介護支援専門員、訪問介護員、介護福祉士等の資質の向上を

図るとともに、利用者が介護サービスを適切に選択し、良質なサービスを利用できるよう、

情報通信等を活用した事業者の情報公開等を進める。 
また、高齢者の尊厳の保持を図る観点から、特別養護老人ホームの個室ユニット化を進

めるとともに、介護従事者等による高齢者虐待の防止に向けた取組を推進する。 
 

２ 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 
 

我が国において少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、

全ての国民が共に支え合いながら希望や生き甲斐を持ち、高齢期に至っても、健やかで心豊かに生

活できる活力ある社会を実現し、長寿を全うできるよう、生涯にわたる健康づくりを総合的に推進

する。 
高齢者介護については、介護を国民皆で支え合う仕組みとして創設された介護保険制度の着実な

実施を図る。また、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるようにするため、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが一体的に提

供される「地域包括ケアシステム」の確立を目指す。加えて今後急速に増加することが予想される

認知症を有する人が地域において自立した生活を継続できるよう支援体制の整備を更に推進する。 
また、今後も高齢化の進展等で医療費の増加が見込まれる中、引き続き安心して良質な医療を受

けることができるよう、人口構造の変化に対応できる持続可能な医療保険制度を構築する。 
 

(1) 健康づくりの総合的推進 
 

ア 生涯にわたる健康づくりの推進 
「健康日本21（第2次）」を踏まえ、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒

等の生活習慣の改善に若年期から取り組むことにより、健康を増進し、疾病を予防する「一

次予防」に重点を置いた対策を推進するとともに、合併症の発症や症状の進展等の「重症

化予防」に重点を置いた対策を推進する。 
また、個人による選択を基本とした、国民の主体的な健康づくりを支援するため、十分

かつ的確な情報を提供する。また、性別、年齢等の差異を踏まえ、科学的根拠に基づいた

目標を設定し、目標を達成するための活動の成果を適切に評価して、その後の健康づくり

に反映させる。 
さらに、多様化、高度化する住民ニーズに対応するため、地域に根ざした住民の生活に

密着した社会関係資本（ソーシャルキャピタル）等の地域資源の活用が維持されるよう、

その核となる人材の育成に努めるとともに、健康づくりに関連する関係機関、民間団体等

が相互に連携して健康増進の取組を推進する体制を整備する。さらには、企業における健

康の保持増進に係る措置など勤労者の健康管理等の実施を促進することはもとより、学校

保健との連携などライフステージを通じた取組を推進する。 
あわせて、生活習慣病の予防対策として、医療保険者による特定健康診査・特定保健指

導の実施率の向上など、各般の健診に関する取組を進めていく。 
また、子どもから成人、高齢者に至るまで、ライフステージに応じた間断ない食育を推

進し、「生涯食育社会」の構築を目指す。そのため、国は、一人ひとりの国民が自ら食育に

関する取組が実践できるように、情報提供する等適切な施策を推進する。 
その際には、家庭の態様の多様化、社会的あるいは経済的環境要因、高齢化等により、

健全な食生活を実現することが困難な立場にある者にも十分配慮し、NPO などの新しい

公共との連携や、協働等を含めた支援施策も講じつつ、食育を推進する。 
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ウ 認知症高齢者支援施策の推進 
今後急増が見込まれる認知症高齢者に対する支援を図るため、標準的な認知症ケアパス

の作成・普及、早期診断・早期対応を行う体制の整備、地域での生活を支える医療・介護

サービスの構築を進めるとともに、地域での日常生活・家族の支援の強化を行う。また、

医療・介護サービスを担う人材の育成を行う。こうした施策の推進により、認知症高齢者

ができる限り住み慣れた地域のよい環境で生活できるような体制づくりを推進する。 
 

(4) 高齢者医療制度の改革 
 

ア 高齢者医療制度の見直し 
平成20年度から75歳以上の高齢者等を対象とする後期高齢者医療制度が施行されたが、

よりよい制度を目指す観点から、平成22年12月、厚生労働大臣主宰の高齢者医療制度改

革会議で制度の見直しについてとりまとめが行われ、「社会保障・税一体改革大綱」（平成

24年２月17日閣議決定）では、このとりまとめ等を踏まえ、関係者の理解を得た上で、

後期高齢者医療制度廃止に向けた見直しを行う旨等が盛り込まれた。 
社会保障制度改革推進法では、「今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必

要に応じて、社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得る」とされたところで

あり、政府としては、同法の規定に則し、高齢者医療制度の見直しを国民健康保険の広域

化とともに進めていく。 
 

イ 地域における包括的かつ持続的な在宅医療・介護の提供 
住み慣れた生活の場において、可能な限り安心して自分らしい生活を送ることができる

よう、在宅医療を担う医療機関等の役割の充実・強化を図り、多職種協働による包括的か

つ継続的な在宅医療・介護の提供を推進する。 
 

(5) 住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 
 

ア 地域の支え合いによる生活支援の推進 
一人暮らしの高齢者等が住み慣れた地域において、社会から孤立することなく継続して

安心した生活を営むことができるような体制整備を推進するため、民生委員、ボランティ

ア、民間事業者等と行政との連携により、支援が必要な高齢者等の地域生活を支えるため

の地域づくりを進める各種施策を推進していく。 
イ 地域福祉計画の策定の支援 

地域住民が主体となって、住民相互の支え合いの仕組み作りを促進できるよう、福祉サ

ービスの適切な利用の推進や福祉事業の健全な発達、地域福祉活動への住民参加の促進、

要援護者に係る情報の把握・共有・安否確認等の方法等を盛り込んだ地方公共団体による

地域福祉計画の策定を推進していく。このため、先進的で優れた事例を収集して地方公共

団体に情報提供を強化するとともに、当該計画を未策定の市町村に対しては、都道府県と

連携しながら策定をより一層促していく。 
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３ 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 
 
高齢社会においては、価値観が多様化する中で、社会参加活動や学習活動を通じての心の豊かさ

や生きがいの充足の機会が求められるとともに、社会の変化に対応して絶えず新たな知識や技術を

習得する機会が必要とされる。 
このため、高齢者を含めた全ての人々が、生涯にわたって学習活動を行うことができるよう、学

校や社会における多様な学習機会の提供を図るとともに、その成果の適切な評価の促進を図る。 
また、高齢者が年齢や性別にとらわれることなく、他の世代とともに社会の重要な一員として、

生きがいを持って活躍したり、学習成果を活かしたりできるよう、ボランティア活動を始めとする

高齢者の社会参加活動を促進するとともに、高齢者が自由時間を有効に活用し、充実して過ごせる

条件の整備を図る。 
さらに、ボランティア組織や NPO 等における社会参加の機会は、自己実現への欲求及び地域社

会への参加意欲を充足させるとともに、福祉に厚みを加えるなど地域社会に貢献し、世代間、世代

内の人々の交流を深めて世代間交流や相互扶助の意識を醸成するものである。このため、高齢者を

含めた市民やNPO等が主体となって公的サービスを提供する「新しい公共」を推進する。 
 

(1) 社会参加活動の促進 
 

ア 高齢者の社会参加活動の促進 
活力ある地域社会の形成を図るとともに、高齢者が年齢や性別にとらわれることなく、

他の世代とともに社会の重要な一員として、生きがいを持って活躍したり、学習成果を活

かしたりできるよう、高齢者の社会参加活動を促進する。 
このため、情報通信技術等も活用して、高齢者の情報取得の支援を行うとともに、学校

教育支援・子育て支援などの高齢者が活躍できる場の充実等を通じて、高齢者と若い世代

との交流の機会を確保し、ボランティア活動を始めとする高齢者の自主的な社会参加活動

を支援する。そのほか、高齢者の社会参加活動に関する広報・啓発、情報提供・相談体制

の整備、指導者養成などを図る。 
また、高齢者等の能力を広く海外において活用するため、高齢者、退職者等の専門的知

識・技術を海外技術協力等に活用した事業を推進する。 
さらに、高齢者の利用に配慮した余暇関連施設の整備、既存施設の有効活用、利用情報

の提供、字幕放送等の充実などにより、高齢者がレクリエーション、観光、趣味、文化活

動等で充実した時間を過ごせる条件を整備する。 
 

イ「新しい公共」の担い手の活動環境の整備 
高齢者は経済的な側面だけではなく、生きがいや社会参加を重視していることも多いた

め、雇用にこだわらない社会参加の機会の確保を推進していく。このため、高齢者を含め

た国民が積極的に「公」に参画する社会を再構築する「新しい公共」を推進する。「新しい

公共」の担い手は、特定非営利活動法人、ボランティア団体等のほか、自治会など地域に

根付く昔ながらの組織も含め、公共的な財・サービスを提供し、地域の人々に社会参加の

機会を創出する様々な主体である。こうした担い手の活動環境を整備するため、寄附税制

ウ 認知症高齢者支援施策の推進 
今後急増が見込まれる認知症高齢者に対する支援を図るため、標準的な認知症ケアパス

の作成・普及、早期診断・早期対応を行う体制の整備、地域での生活を支える医療・介護

サービスの構築を進めるとともに、地域での日常生活・家族の支援の強化を行う。また、

医療・介護サービスを担う人材の育成を行う。こうした施策の推進により、認知症高齢者

ができる限り住み慣れた地域のよい環境で生活できるような体制づくりを推進する。 
 

(4) 高齢者医療制度の改革 
 

ア 高齢者医療制度の見直し 
平成20年度から75歳以上の高齢者等を対象とする後期高齢者医療制度が施行されたが、

よりよい制度を目指す観点から、平成22年12月、厚生労働大臣主宰の高齢者医療制度改

革会議で制度の見直しについてとりまとめが行われ、「社会保障・税一体改革大綱」（平成

24年２月17日閣議決定）では、このとりまとめ等を踏まえ、関係者の理解を得た上で、

後期高齢者医療制度廃止に向けた見直しを行う旨等が盛り込まれた。 
社会保障制度改革推進法では、「今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必

要に応じて、社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得る」とされたところで

あり、政府としては、同法の規定に則し、高齢者医療制度の見直しを国民健康保険の広域

化とともに進めていく。 
 

イ 地域における包括的かつ持続的な在宅医療・介護の提供 
住み慣れた生活の場において、可能な限り安心して自分らしい生活を送ることができる

よう、在宅医療を担う医療機関等の役割の充実・強化を図り、多職種協働による包括的か

つ継続的な在宅医療・介護の提供を推進する。 
 

(5) 住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 
 

ア 地域の支え合いによる生活支援の推進 
一人暮らしの高齢者等が住み慣れた地域において、社会から孤立することなく継続して

安心した生活を営むことができるような体制整備を推進するため、民生委員、ボランティ

ア、民間事業者等と行政との連携により、支援が必要な高齢者等の地域生活を支えるため

の地域づくりを進める各種施策を推進していく。 
イ 地域福祉計画の策定の支援 

地域住民が主体となって、住民相互の支え合いの仕組み作りを促進できるよう、福祉サ

ービスの適切な利用の推進や福祉事業の健全な発達、地域福祉活動への住民参加の促進、

要援護者に係る情報の把握・共有・安否確認等の方法等を盛り込んだ地方公共団体による

地域福祉計画の策定を推進していく。このため、先進的で優れた事例を収集して地方公共

団体に情報提供を強化するとともに、当該計画を未策定の市町村に対しては、都道府県と

連携しながら策定をより一層促していく。 
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や改正特定非営利活動促進法の円滑な施行・周知等を促す。また、震災復興にも重要な役

割を果たす「新しい公共」の担い手による自立的活動の広がりを後押しする。 
 

(2) 学習活動の促進 
 

ア 学習機会の体系的な提供と基盤の整備 
生涯学習社会の形成を目指し、多様な学習機会を体系的に提供するため、社会教育施設、

高等教育機関等の関係機関及び民間団体等との連携を図りつつ、生涯学習を総合的に推進

する体制を整備することとし、地域における連携を図るための会議の開催、総合的推進に

必要な基本計画等の策定などを推進する。 
また、多様な学習機会の提供に係る基盤の整備として、生涯学習に関する普及・啓発、

情報提供・相談体制の充実、指導者の確保及び資質の向上を図るとともに、学習成果の適

切な評価の促進を図る。 
 

イ 学校における多様な学習機会の提供 
初等中等教育機関においては、地域等との連携を図りつつ、ボランティア活動など社会

奉仕体験活動等による高齢者との交流等を通じて、介護・福祉などの高齢社会に関する課

題や高齢者に対する理解を深める。あわせて、学校教育全体を通じて、生涯にわたって自

ら学び、社会に参画するための基盤となる能力や態度を養う。 
また、大学等の高等教育機関においては、高齢者を含めた社会人に対する多様な学び直

しの機会の提供を図るため、社会人入試の実施、通信制大学・大学院の設置、公開講座、

科目等履修生制度や履修証明制度の活用などに取り組むとともに、専修学校の実践的な職

業訓練における単位制・通信制の制度を活用した取組の支援、放送大学の学習環境の整備・

充実を図る。 
さらに、地域住民を対象とする開放講座の開催、余裕教室を活用した社会教育の実施な

ど学校の教育機能や施設の開放を促進する。 
 

ウ 社会における多様な学習機会の提供 
多様化・高度化する国民の学習ニーズに対応するため、民間事業者の健全な発展の促進

を図るとともに、先進的な学習プログラムの開発の促進や公民館等の社会教育施設におけ

る多様な学習機会の提供、公民館等を中心とした地域におけるネットワーク形成の推進等

により社会教育の充実を図る。そのほか、美術館等における文化活動の推進、スポーツの

振興、自然とのふれあいなどにより、情報通信技術も活用しつつ、生涯にわたる多様な学

習機会の提供を図る。 
 

エ 勤労者の学習活動の支援 
生涯学習社会を形成するためには、勤労者が学習活動に参加しやすい条件を整備するこ

とが必要であり、有給教育訓練休暇制度の普及促進などを図るとともに、教育訓練給付制

度の活用などにより自発的に職業能力の開発・向上に取り組む勤労者個人を直接支援する

施策を推進する。 
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４ 生活環境等分野に係る基本的施策 
 
住宅は生活の基盤となるものであり、生涯を通じて豊かで安定した住生活の確保を図っていく必

要がある。このため、将来にわたり活用される良質な住宅の供給を促進し、併せて、それらが適切

に評価、循環利用される環境を整備することを通じ、高齢者が保有する住宅の資産価値を高め、高

齢期の経済的自立に資するとともに、その資産の次世代への適切な継承を図る。さらに、高齢者の

居住の安定確保に向け、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築を目指す。 
高齢者等全ての人が安全・安心に生活し、社会参加できるよう、自宅から交通機関、まちなかま

でハード・ソフト両面にわたり連続したバリアフリー環境の整備を推進するとともに、子育て世代

が住みやすく、高齢者が自立して健康、安全、快適に生活できるような、医療や介護、職場、住宅

が近接した集約型のまちづくりを推進するものとし、高齢者向け住宅の供給促進や、地域の公共交

通システムの整備等に取り組む。 
また、関係機関の効果的な連携の下に、地域住民の協力を得て、交通事故、犯罪、災害等から高

齢者を守り、特に一人暮らしや障害を持つ高齢者が安全にかつ安心して生活できる環境の形成を図

る。 
さらに、快適な都市環境の形成のために水と緑の創出等を図るとともに、活力ある農山漁村の再

生のため、高齢化の状況や社会的・経済的特性に配慮しつつ、生活環境の整備等を推進する。 
 

(1) 豊かで安定した住生活の確保 
 

ア 次世代へ継承可能な良質な住宅の供給促進 
高齢者等すべての人にとって安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築に向け、

住宅の安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の住宅の品質又は性能

の維持及び向上により、良質な住宅ストックの形成を図る。また、若年期からの持家の計

画的な取得への支援等を引き続き推進する。 
 

イ 循環型の住宅市場の実現 
良質な既存住宅の資産価値が適正に評価され、その流通が円滑に行われるとともに、国

民の居住ニーズと住宅ストックのミスマッチが解消される循環型の住宅市場の実現を目指

し、建物検査・保証、住宅履歴情報の普及促進等を行うことで、中古住宅流通・リフォー

ム市場の環境整備を進める。 
また、高齢者が有する比較的広い住宅を、子育て世帯等向けの賃貸住宅として活用する

ための住み替えを支援する。 
 

ウ 高齢者の居住の安定確保 
高齢者が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、サービス

付きの高齢者向け住宅の供給等により、住宅のバリアフリー化や見守り支援等のハード・

ソフト両面の取組を促進する。また、民間事業者等との協働により、公的賃貸住宅団地等

の改修・建替えに併せた福祉施設等の設置を促進する。 
さらに、高齢者が、その特性に応じて適切な住宅を確保できるよう、公的賃貸住宅の供

や改正特定非営利活動促進法の円滑な施行・周知等を促す。また、震災復興にも重要な役

割を果たす「新しい公共」の担い手による自立的活動の広がりを後押しする。 
 

(2) 学習活動の促進 
 

ア 学習機会の体系的な提供と基盤の整備 
生涯学習社会の形成を目指し、多様な学習機会を体系的に提供するため、社会教育施設、

高等教育機関等の関係機関及び民間団体等との連携を図りつつ、生涯学習を総合的に推進

する体制を整備することとし、地域における連携を図るための会議の開催、総合的推進に

必要な基本計画等の策定などを推進する。 
また、多様な学習機会の提供に係る基盤の整備として、生涯学習に関する普及・啓発、

情報提供・相談体制の充実、指導者の確保及び資質の向上を図るとともに、学習成果の適

切な評価の促進を図る。 
 

イ 学校における多様な学習機会の提供 
初等中等教育機関においては、地域等との連携を図りつつ、ボランティア活動など社会

奉仕体験活動等による高齢者との交流等を通じて、介護・福祉などの高齢社会に関する課

題や高齢者に対する理解を深める。あわせて、学校教育全体を通じて、生涯にわたって自

ら学び、社会に参画するための基盤となる能力や態度を養う。 
また、大学等の高等教育機関においては、高齢者を含めた社会人に対する多様な学び直

しの機会の提供を図るため、社会人入試の実施、通信制大学・大学院の設置、公開講座、

科目等履修生制度や履修証明制度の活用などに取り組むとともに、専修学校の実践的な職

業訓練における単位制・通信制の制度を活用した取組の支援、放送大学の学習環境の整備・

充実を図る。 
さらに、地域住民を対象とする開放講座の開催、余裕教室を活用した社会教育の実施な

ど学校の教育機能や施設の開放を促進する。 
 

ウ 社会における多様な学習機会の提供 
多様化・高度化する国民の学習ニーズに対応するため、民間事業者の健全な発展の促進

を図るとともに、先進的な学習プログラムの開発の促進や公民館等の社会教育施設におけ

る多様な学習機会の提供、公民館等を中心とした地域におけるネットワーク形成の推進等

により社会教育の充実を図る。そのほか、美術館等における文化活動の推進、スポーツの

振興、自然とのふれあいなどにより、情報通信技術も活用しつつ、生涯にわたる多様な学

習機会の提供を図る。 
 

エ 勤労者の学習活動の支援 
生涯学習社会を形成するためには、勤労者が学習活動に参加しやすい条件を整備するこ

とが必要であり、有給教育訓練休暇制度の普及促進などを図るとともに、教育訓練給付制

度の活用などにより自発的に職業能力の開発・向上に取り組む勤労者個人を直接支援する

施策を推進する。 
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給を促進するとともに、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、地方公共団体、宅

地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、居住支援を行う団体等から構成される居住支援協議

会に対する支援を行い、民間賃貸住宅に関する情報の提供や必要な相談体制の整備等を図

る。 
 

(2) ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 
 

ア 高齢者に配慮したまちづくりの総合的推進 
高齢者等すべての人が安全・安心に生活し、社会参加できるよう、自宅から交通機関、

まちなかまでハード・ソフト両面にわたり連続したバリアフリー環境の整備を推進すると

ともに、地方都市や大都市周辺部において、地域における包括的なケア、子育て支援、買

い物、教育等の日常的な生活サービスが距離的・時間的に近接したエリアを形成（「医職住」

の近接化）するとともに、都市機能の相互補完を促進することにより、サービスの水準の

維持・向上を図り、持続可能な地域社会を再構築する。 
また、超小型モビリティ等、先端技術等を活用し、高齢者や子育て世代等の住生活や移

動を支援する機器等の開発導入を促進するとともに、新しい交通システムの普及に向けた

取組を図る。 
 

イ 公共交通機関のバリアフリー化、歩行空間の形成、道路交通環境の整備 
駅等の旅客施設における段差解消等高齢者を含むすべての人の利用に配慮した施設・車

両の整備の促進などにより公共交通機関のバリアフリー化を図る。 
また、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路等において、幅の広い歩道等の整備や歩道の

段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化等により歩行空間のユニバーサルデザインを推進する。 
さらに、高齢者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から、限ら

れた道路空間を有効活用する再配分の推進等により安全で安心な歩行空間が確保された人

優先の道路交通環境整備の強化を図るとともに、高齢者が道路を安全に横断でき、また、

安心して自動車を運転し外出できるよう、バリアフリー対応型の信号機の整備、道路標識

の高輝度化・大型化の推進等の道路交通環境の整備を進める。 
 

ウ 建築物・公共施設等の改善 
病院、劇場等の公共性の高い建築物のバリアフリー化の推進を図るとともに、窓口業務

を持つ官庁施設等を高齢者はもとより、すべての人の利用に配慮した仕様とすることを推

進する。 
 

(3) 交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 
 

ア 交通安全の確保 
高齢者の交通事故の防止を図るため、高齢者に配慮した交通安全施設等の整備や参加・

体験・実践型の交通安全教育の推進、高齢ドライバーを対象とした、講習予備検査及び高

齢者講習の実施、運転免許証を返納した者の支援のための取組の促進、高齢者交通安全教
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育指導員（シルバーリーダー）の養成、各種の普及啓発活動の推進等により、高齢者への

交通安全意識の普及徹底、高齢者の交通事故の防止を図る。 
また、歩行中及び自転車乗用中の交通事故死者に占める高齢者の割合が高いことを踏ま

え、高齢者、歩行者、自転車事故の削減に向けて、歩行者、自転車事故が多発する交差点

等での対策の重点化や、歩行者、自転車、自動車が適切に分離された空間の整備を図ると

ともに、高齢化に対応した車両等への対応を図る。 
 

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護 
振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺等の高齢者が被害に遭いやすい犯罪、認知症等によ

るはいかいに伴う危険、人権侵害、悪質商法等から高齢者を保護するため、各種施策を推

進する。 
特に、要介護等の高齢者に対する家庭や施設における虐待等の人権侵害については、高

齢者の人権に関する啓発、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、その予防及び

被害の救済に努める。 
 

ウ 防災施策の推進 
災害については、高齢者など災害時要援護者が大きな被害を受けやすいことを踏まえ、

その避難支援対策については、災害時要援護者名簿等の策定状況を把握しつつ、その取組

を促進する等、防災施策の推進を図る。 
 

(4) 快適で活力に満ちた生活環境の形成 
 

ア 快適な都市環境の形成 
誰もが身近に自然にふれあえる快適な都市環境の形成を図るため、都市公園等の計画的

な整備を行うとともに、高齢者の憩いと交流の場ともなる親しみやすい水辺空間の整備等

を行う。 
また、福祉・医療施設の市街地における適正な立地の計画的誘導、公園等との一体的整

備を進めるとともに、施設周辺の基盤の整備を図るなど、福祉施策と連携したまちづくり

を推進する。 
 

イ 活力ある農山漁村の再生 
活力ある農山漁村の再生を図るため、意欲ある多様な農林漁業者の育成・確保を推進す

ることはもとより、高齢者が農林水産業等の生産活動、地域社会活動等で能力を十分に発

揮できる条件を整備するとともに、高齢者が安心して快適に暮らせるよう、地域特性を踏

まえた生活環境の整備を推進する。さらに、活力ある開かれた地域社会を形成する観点か

ら、都市と農山漁村との間の共生と交流を促進する。 
 
 
 
 

給を促進するとともに、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、地方公共団体、宅

地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、居住支援を行う団体等から構成される居住支援協議

会に対する支援を行い、民間賃貸住宅に関する情報の提供や必要な相談体制の整備等を図

る。 
 

(2) ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 
 

ア 高齢者に配慮したまちづくりの総合的推進 
高齢者等すべての人が安全・安心に生活し、社会参加できるよう、自宅から交通機関、

まちなかまでハード・ソフト両面にわたり連続したバリアフリー環境の整備を推進すると

ともに、地方都市や大都市周辺部において、地域における包括的なケア、子育て支援、買

い物、教育等の日常的な生活サービスが距離的・時間的に近接したエリアを形成（「医職住」

の近接化）するとともに、都市機能の相互補完を促進することにより、サービスの水準の

維持・向上を図り、持続可能な地域社会を再構築する。 
また、超小型モビリティ等、先端技術等を活用し、高齢者や子育て世代等の住生活や移

動を支援する機器等の開発導入を促進するとともに、新しい交通システムの普及に向けた

取組を図る。 
 

イ 公共交通機関のバリアフリー化、歩行空間の形成、道路交通環境の整備 
駅等の旅客施設における段差解消等高齢者を含むすべての人の利用に配慮した施設・車

両の整備の促進などにより公共交通機関のバリアフリー化を図る。 
また、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路等において、幅の広い歩道等の整備や歩道の

段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化等により歩行空間のユニバーサルデザインを推進する。 
さらに、高齢者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から、限ら

れた道路空間を有効活用する再配分の推進等により安全で安心な歩行空間が確保された人

優先の道路交通環境整備の強化を図るとともに、高齢者が道路を安全に横断でき、また、

安心して自動車を運転し外出できるよう、バリアフリー対応型の信号機の整備、道路標識

の高輝度化・大型化の推進等の道路交通環境の整備を進める。 
 

ウ 建築物・公共施設等の改善 
病院、劇場等の公共性の高い建築物のバリアフリー化の推進を図るとともに、窓口業務

を持つ官庁施設等を高齢者はもとより、すべての人の利用に配慮した仕様とすることを推

進する。 
 

(3) 交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 
 

ア 交通安全の確保 
高齢者の交通事故の防止を図るため、高齢者に配慮した交通安全施設等の整備や参加・

体験・実践型の交通安全教育の推進、高齢ドライバーを対象とした、講習予備検査及び高

齢者講習の実施、運転免許証を返納した者の支援のための取組の促進、高齢者交通安全教
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５ 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 
 
高齢者が健康で活躍しやすい環境づくりのために、高齢者に優しく、ニーズに合致した機器やサ

ービスの開発を支援することで、高齢者向け市場を活性化させ、高齢者の消費を高めるとともに、

高齢化に対応した産業の強化等を通じて高齢者が生活の質を保ち、安心で快適で豊かな暮らしを送

ることができるような環境を形成する。 
また、科学技術の研究開発とその活用は、高齢化に伴う課題の解決に大きく寄与するものである

ことから、高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する調査研究、高齢者の利用に配慮した福祉用具、

生活用品、情報通信機器等の研究開発など各種の調査研究等を推進するとともに、そのために必要

な基盤の整備を図る。 
 

(1) 高齢者向け市場の開拓と活性化 
 

ア 医療・介護・健康関連産業の強化 
高齢社会において高い成長と雇用創出が見込める医療・介護・健康関 連産業を日本の

成長牽引産業として明確に位置付けるとともに、民間事業者等の新たなサービス主体の参

入も促進し、安全の確保や質の向上を図りながら、利用者本位の多様なサービスが提供で

きる体制を構築する。医療・介護機関と民間サービス事業者等の連携によるサービス提供

を通じ、サービスの有効性や安全性、持続可能性等を担保する仕組みの構築を行う。さら

に、こうしたサービスが自立的に創出・提供がなされるよう、多様な機能を有する異業種

の連携等により、新たに医療・介護周辺のサービスを立ち上げる医療機関、事業者等を支

援する。 
 

イ 不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化 
高齢者が将来の不安を払拭し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行え

るように医療・介護サービスの基盤を強化する。 
そのため、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医療・介護従事者

の確保とともに、医療・介護従事者間の役割分担を見直す。 
また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、在宅サービスの充実や介護基

盤の整備などを進め、質の高い医療・介護サービスを安定的に提供できる体制を整備する。 
 

ウ 地域における高齢者の安心な暮らしの実現 
住み慣れた地域で生涯を過ごしたいと考える高齢者は多く、地域主導による地域医療の

再生を図る。このため、医療・介護の連携と、情報通信技術の活用による在宅での生活支

援ツールの整備などを進め、そこに暮らす高齢者が自らの希望するサービスを受けること

ができる社会を構築する。 
高齢者が安心して健康な生活が送れるようにすることで、生涯学習や、教養・知識を吸

収するための旅行など、新たなシニアサービスの需要を創造するとともに、高齢者の起業

や雇用につなげ、高齢者が有する技術・知識等を次世代へ継承する好循環を可能とする環

境を整備する。 
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(2) 超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 
 

ア 医療イノベーションの推進 
日本発の新たな医薬品・医療機器等の創出により、健康長寿社会を実現するとともに、

国際競争力強化による経済成長に貢献することを目指す「医療イノベーション」について、  
「医療イノベーション5か年戦略」（平成24年6月6日医療イノベーション会議）に基づ

き、具体的な取組を進める。 
 

イ 高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する調査研究等 
認知症、がん等高齢期にかかりやすい疾患について、その病態や発症機序解明等の研究

とともに、ゲノム科学など先端科学技術の活用等による、新たな医療技術・新薬の研究開

発やその成果の臨床応用のための研究、これらによる効果的な保健医療技術を確立するた

めの研究等を推進する。 
また、老化に関する基礎研究とその成果の臨床応用のための研究や効果的・効率的な介

護等に関する研究、社会生活を営むための必要な機能の維持を重視する観点から、生活習

慣病の重症化予防に関する調査研究等健康づくりに関する研究などを推進する。 
 

ウ 高齢者の自立・支援等のための医療・リハビリ・介護関連機器等に関する研究開発 
高齢者の自立及び社会参加を支援するとともに、介護負担を軽減する観点から、高齢者

の特性等を踏まえつつ、ものづくり技術を活用した医療・介護ロボット、身体機能の補完・

回復等につながる福祉用具等の医療・リハビリ・介護関連機器等の研究開発・実用化を推

進する。 
 

エ 情報通信の活用等に関する研究開発 
高齢者の生活の質の向上や介護者の負担軽減を図るため、情報通信技術を活用した高齢

者の身体機能を代償する技術及び自立支援や生活支援を行う技術等について、ハード及び

ソフトの両面から研究開発を推進する。 
また、高齢者等の安全快適な移動に資する ITS（高度道路交通システム）の研究開発及

びサービス展開を実施する。 
 

オ 高齢社会対策の総合的な推進のための政策研究 
大綱の基本的考え方や高齢社会対策基本法に規定された分野別施策について国民の意識

を把握するための調査や、政策課題を把握し、政策立案に寄与するための調査を行う。   
 

  

５ 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 
 
高齢者が健康で活躍しやすい環境づくりのために、高齢者に優しく、ニーズに合致した機器やサ

ービスの開発を支援することで、高齢者向け市場を活性化させ、高齢者の消費を高めるとともに、

高齢化に対応した産業の強化等を通じて高齢者が生活の質を保ち、安心で快適で豊かな暮らしを送

ることができるような環境を形成する。 
また、科学技術の研究開発とその活用は、高齢化に伴う課題の解決に大きく寄与するものである

ことから、高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する調査研究、高齢者の利用に配慮した福祉用具、

生活用品、情報通信機器等の研究開発など各種の調査研究等を推進するとともに、そのために必要

な基盤の整備を図る。 
 

(1) 高齢者向け市場の開拓と活性化 
 

ア 医療・介護・健康関連産業の強化 
高齢社会において高い成長と雇用創出が見込める医療・介護・健康関 連産業を日本の

成長牽引産業として明確に位置付けるとともに、民間事業者等の新たなサービス主体の参

入も促進し、安全の確保や質の向上を図りながら、利用者本位の多様なサービスが提供で

きる体制を構築する。医療・介護機関と民間サービス事業者等の連携によるサービス提供

を通じ、サービスの有効性や安全性、持続可能性等を担保する仕組みの構築を行う。さら

に、こうしたサービスが自立的に創出・提供がなされるよう、多様な機能を有する異業種

の連携等により、新たに医療・介護周辺のサービスを立ち上げる医療機関、事業者等を支

援する。 
 

イ 不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化 
高齢者が将来の不安を払拭し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行え

るように医療・介護サービスの基盤を強化する。 
そのため、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医療・介護従事者

の確保とともに、医療・介護従事者間の役割分担を見直す。 
また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、在宅サービスの充実や介護基

盤の整備などを進め、質の高い医療・介護サービスを安定的に提供できる体制を整備する。 
 

ウ 地域における高齢者の安心な暮らしの実現 
住み慣れた地域で生涯を過ごしたいと考える高齢者は多く、地域主導による地域医療の

再生を図る。このため、医療・介護の連携と、情報通信技術の活用による在宅での生活支

援ツールの整備などを進め、そこに暮らす高齢者が自らの希望するサービスを受けること

ができる社会を構築する。 
高齢者が安心して健康な生活が送れるようにすることで、生涯学習や、教養・知識を吸

収するための旅行など、新たなシニアサービスの需要を創造するとともに、高齢者の起業

や雇用につなげ、高齢者が有する技術・知識等を次世代へ継承する好循環を可能とする環

境を整備する。 
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６ 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 
 
今後の超高齢社会に対応するために、高齢者のために対応が限定された社会ではなく、高齢社会

に暮らす子どもから高齢者まで、全ての世代の人々が安心して幸せに暮らせる豊かな社会を構築す

る。そのために、高齢者のみならず、世代間の交流を通じた若者や子育て世代とのつながりを醸成

するとともに、若年者や女性の能力を積極的に活用するなど、全ての世代が積極的に参画する社会

を構築するための施策を推進する。 
 

(1) 全員参加型社会の推進 
 

ア 若年者雇用対策の推進 
若年者雇用については、若者の失業率が上昇し、新卒者の就職率が低下するなど、厳し

い状況が続いている。このため、「若者雇用戦略」（平成24年6月12日雇用戦略対話合意）

を踏まえ、学校等との連携による大学生等に対する就職支援機能の強化、若者の採用・育

成に積極的な中小企業等を軸としたマッチング支援、就職氷河期世代も含めたフリーター

等に対する正規雇用化支援の強化等、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、そ

の意欲や能力を十分に発揮できるよう、若年者に対する就職支援を強力に推進する。 
 

イ 雇用・就業における女性の能力発揮の推進 
雇用・就業において女性が能力を十分に伸長・発揮できるよう、男女の均等な機会及び

待遇の一層の確保を図るほか、企業における女性の活躍促進状況の「見える化」の促進、

メンター（女性社員の相談・サポートをする社員）、ロールモデル（キャリア形成での目標

となる社員）の育成・支援等を進め、格差解消に向けたポジティブ・アクションを促進す

るとともに、女性のニーズに対応した職業紹介や職業訓練、農林漁業経営、６次産業化の

取組等への女性の参画の促進、女性の起業支援、ネットワーク化などの施策を推進する。 
また、女性の就労を促進するため、社会における子育て支援の拡充、仕事と家庭の両立

支援対策を推進するとともに、雇用形態に中立的な社会保障制度、税制の見直しを行う。 
 

ウ 非正規雇用労働者対策の推進 
非正規雇用の労働者は、正規雇用の労働者と比べて、雇用が不安定、経済的自立が困難、

職業キャリアの形成が十分でないことや、非正規雇用に固定化しやすい等の問題もあるこ

とから、将来に備えた資産形成が困難である。このため、こうした問題に総合的に取り組

み、一人ひとりの労働者が希望する社会全体にとって望ましい働き方を実現するため、

2012年３月に取りまとめた「望ましい働き方ビジョン」に基づき、非正規雇用の労働者の

正規雇用への転換の促進、公正な処遇の確保、職業キャリア形成の支援等を推進する。 
 

エ 子ども・子育て支援施策の総合的推進 
今後の子育て支援の方向性についての総合的なビジョンである「子ども・子育てビジョ

ン」（平成22年1月29日閣議決定）に基づき、具体的な数値目標を掲げ、保育等の充実、

母子保健医療の充実、ワーク・ライフ・バランスの推進など、子どもの育ちを社会全体で
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支え合う環境づくりを推進する。 
また、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、

認定こども園制度の改善の実施、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付等の

創設、各地域の保育需要に機動的に対応できる仕組みの導入及び地域の子ども・子育て支

援の充実等を強力に進め、より子どもを生み、育てやすい社会の構築を目指す。 
  

６ 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 
 
今後の超高齢社会に対応するために、高齢者のために対応が限定された社会ではなく、高齢社会

に暮らす子どもから高齢者まで、全ての世代の人々が安心して幸せに暮らせる豊かな社会を構築す

る。そのために、高齢者のみならず、世代間の交流を通じた若者や子育て世代とのつながりを醸成

するとともに、若年者や女性の能力を積極的に活用するなど、全ての世代が積極的に参画する社会

を構築するための施策を推進する。 
 

(1) 全員参加型社会の推進 
 

ア 若年者雇用対策の推進 
若年者雇用については、若者の失業率が上昇し、新卒者の就職率が低下するなど、厳し

い状況が続いている。このため、「若者雇用戦略」（平成24年6月12日雇用戦略対話合意）

を踏まえ、学校等との連携による大学生等に対する就職支援機能の強化、若者の採用・育

成に積極的な中小企業等を軸としたマッチング支援、就職氷河期世代も含めたフリーター

等に対する正規雇用化支援の強化等、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、そ

の意欲や能力を十分に発揮できるよう、若年者に対する就職支援を強力に推進する。 
 

イ 雇用・就業における女性の能力発揮の推進 
雇用・就業において女性が能力を十分に伸長・発揮できるよう、男女の均等な機会及び

待遇の一層の確保を図るほか、企業における女性の活躍促進状況の「見える化」の促進、

メンター（女性社員の相談・サポートをする社員）、ロールモデル（キャリア形成での目標

となる社員）の育成・支援等を進め、格差解消に向けたポジティブ・アクションを促進す

るとともに、女性のニーズに対応した職業紹介や職業訓練、農林漁業経営、６次産業化の

取組等への女性の参画の促進、女性の起業支援、ネットワーク化などの施策を推進する。 
また、女性の就労を促進するため、社会における子育て支援の拡充、仕事と家庭の両立

支援対策を推進するとともに、雇用形態に中立的な社会保障制度、税制の見直しを行う。 
 

ウ 非正規雇用労働者対策の推進 
非正規雇用の労働者は、正規雇用の労働者と比べて、雇用が不安定、経済的自立が困難、

職業キャリアの形成が十分でないことや、非正規雇用に固定化しやすい等の問題もあるこ

とから、将来に備えた資産形成が困難である。このため、こうした問題に総合的に取り組

み、一人ひとりの労働者が希望する社会全体にとって望ましい働き方を実現するため、

2012年３月に取りまとめた「望ましい働き方ビジョン」に基づき、非正規雇用の労働者の

正規雇用への転換の促進、公正な処遇の確保、職業キャリア形成の支援等を推進する。 
 

エ 子ども・子育て支援施策の総合的推進 
今後の子育て支援の方向性についての総合的なビジョンである「子ども・子育てビジョ

ン」（平成22年1月29日閣議決定）に基づき、具体的な数値目標を掲げ、保育等の充実、

母子保健医療の充実、ワーク・ライフ・バランスの推進など、子どもの育ちを社会全体で
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第３ 推進体制等 
 
１ 推進体制 
 
高齢社会対策を総合的に推進するため、高齢社会対策会議において、本大綱のフォローアップ、

国会への年次報告の案の作成等重要事項の審議等を行うものとする。 
 
２ 推進に当たっての留意事項 
 
高齢社会対策の推進に当たっては、以下の点に留意するものとする。 

 
(1)  内閣府、厚生労働省その他の地方公共団体を含む関係行政機関の間に緊密な連携・協力を図

るとともに、施策相互間の十分な調整を図ること。 
 
(2)  本大綱を実効性のあるものとするため、各分野において「数値目標」を示し、施策の着実な

推進を図るとともに、政策評価、情報公開等の推進により、効率的かつ国民に信頼される施策

を推進すること。 
 
(3) 「数値目標」とは、それぞれの重点分野において掲げる具体的施策を総合的に実施すること

により、政府全体で達成を目指す水準であり、数値目標に係る項目に直接取り組む機関・団体

等が、地方公共団体や民間団体等、政府以外の場合には、政府がこれらの機関・団体等に働き

かける際に、政府として達成を目指す水準として位置付けること。 
 
(4)  高齢化の状況及び高齢社会対策に係る情報の収集・分析を行うとともに、これらの情報を国

民に提供するために必要な体制の整備を図ること。 
 
(5)  高齢社会対策の推進について広く国民の意見の反映に努めるとともに、国民の理解と協力を

得るため、効果的な広報、啓発及び教育を実施すること。 
 
３ 大綱の見直し 
 
本大綱については、政府の高齢社会対策の中長期的な指針としての性格にかんがみ、経済社会情

勢の変化等を踏まえておおむね5年を目途に必要があると認めるときに、見直しを行うものとする。 
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地域医療等振興事業費交付金交付事業実施規程 
 

（平成元年 9 月 1 日制定） 
改正   平成 2 年 2 月 15 日 平成 9 年  4 月  1 日 

 平成 5 年 4 月  1 日 平成 14 年  9 月 27 日 

 平成 7 年 4 月  1 日 平成 24 年 10 月 25 日 

 平成 7 年 5 月 26 日  平成 25 年規程第 7号 

 平成 8 年 8 月 30 日 

（趣旨） 
第1条 公益財団法人地域社会振興財団（以下「この法人」という。）は、栃木県から交付さ

れる「地域医療等振興自治宝くじ」の収益金（以下「宝くじ交付金」という。）を財源と

して、この規程の定めるところにより地域医療等振興事業費交付金を交付することにより、

地域社会の振興に寄与するものとする。 
 
（交付事業） 

第2条 この法人の実施する地域医療等振興事業費交付金交付事業は、整備拡充事業費交付

金交付事業及び長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業の 2 事業とする。 
2 前項に規定する整備拡充事業費交付金交付事業とは、学校法人自治医科大学（以下「大

学」という。）の施設設備等の整備充実のために交付する交付金をいう。 
3 第 1 項に規定する長寿社会づくりソフト事業費交付金とは、高齢社会対策大綱（平成

24 年 9 月 7 日閣議決定）の実現に資するために行われる次の各号に掲げるソフト事業に

対し交付する交付金をいう。 
一 高齢社会対策の推進を図るための人材の養成に資する事業等で、財団が特に推進す

る必要があるものとして別に定める事業（以下「特定事業」という。） 
二 前号に掲げるもののほか、都道府県が主体的に選択して行う長寿社会づくりのため

の事業（以下｢一般事業｣という。） 
 
（交付対象事業者） 

第3条 整備拡充事業費交付金交付事業の交付対象事業者は、大学とする｡ 
2 長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業の交付事業者は、次の各号のとおりとす

る｡ 
一 都道府県 
二 市（区）町村 
三 地方公共団体共通の利益に資すると認められる公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)(以下「公益法人認定法」という。)第 2 条第

4 号に規定する公益目的事業を行う一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成
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の審査及び交付事業の内容が適正であるかどうかを調査し、当該申請に係る交付金を交

付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。 
2 この法人は、前項の規定により交付金の交付の決定をしたときは、その決定の内容を

交付対象事業者に対し通知するものとする。この場合において、市（区）町村に通知す

るときは、都道府県を経由するものとする。 
 
（大学に対する交付金の交付等） 

第9条 この法人は、前条に基づく交付決定を行った後、大学に対し、整備拡充事業費交付

金を速やかに交付するものとする。 
2 前項の規定により交付金の交付を受けた大学は、整備拡充事業に係る実績報告書（様

式第３号）を毎事業年度終了後３ヶ月以内に、財団に提出するものとする。 
 
（都道府県、市（区）町村及び公益法人に対する交付金の交付等） 

第10条 この法人は、都道府県又は市（区）町村から交付事業の実績報告書（様式第４号）

及び交付請求書（様式第５号）が提出されたときは、交付金の対象である事業が適正に

行われていることを確認したうえ、年度末に一括して当該都道府県又は市（区）町村に

対し長寿社会づくりソフト事業費交付金を交付するものとする。この場合において、市

（区）町村が実績報告書及び交付請求書をこの法人に提出するときは、都道府県を経由

するものとする。 
 
（補則） 

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 
附 則（平成元年９月１日） 

この要綱は、平成元年９月１日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 
附 則（平成２年２月１５日） 

この要綱は、平成２年２月１５日から施行する。 
附 則（平成５年４月１日） 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 
附 則（平成７年４月１日） 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 
附 則（平成７年５月 26 日） 

この要綱は、平成７年５月 26 日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 
附 則（平成 8 年 8 月 30 日） 

この要綱は、平成 8 年 8 月 30 日から施行し、平成 8 年 7 月 5 日から適用する。 
附 則（平成 9 年 4 月 1 日） 

 
 

18 年法律第 48 号)の規定により設立された一般社団法人及び一般財団法人並びに公益

法人認定法第 5 条の規定に適合すると認められた法人(以下「公益法人等」という。)
でこの法人が特に認めるもの 

 
（交付金の財源区分） 

第4条 第 2 条に規定する交付事業の財源は、次の各号に掲げるものをもって充てる。 
一 整備拡充事業費交付金        地域医療等振興事業分に係る宝くじ交付金 
二 長寿社会づくりソフト事業費交付金  長寿社会づくりソフト事業分に係る宝くじ 

交付金 
 
（交付方針の決定） 

第5条 この法人は、毎年度、交付金の対象とする交付事業の交付方針を決定するものとす

る。 
2 前項に規定する決定を行うにあたっては、あらかじめ地域医療等振興事業費交付金審査

会（以下「審査会」という。）の意見を聴くものとする。 
 
（一般事業に係る交付金の交付の内示） 

第6条 この法人は、栃木県から宝くじ交付金の内示を受けたときは、審査会の意見を聴い

てあらかじめ定める算定方法に基づいて、一般事業に係る都道府県ごとの交付上限額を

算定し、各都道府県に対し速やかに通知するものとする。 
 
（交付金の交付の申請） 

第7条 交付対象事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類

をこの法人に提出するものとする。ただし、市（区）町村にあっては、都道府県を経由

するものとする。 
一 交付金交付申請書（整備拡充事業にあっては様式第１号、長寿社会づくりソフト事

業にあっては様式第 2 号） 
二 その他財団が必要と認める書類 

2 都道府県は、市（区）町村からの特定事業交付申請書の経由を行う場合、当該交付申

請書に副申（様式第２号の２）を添付してこの法人に送付するものとする。 
3 第１項に掲げる交付申請書等の提出は、大学にあっては四半期ごとに、都道府県、市

（区）町村及び公益法人にあっては特定事業又は一般事業ごとに年１回まとめて行うも

のとする。 
 
（交付金の交付の決定及び通知） 

第8条 この法人は、交付対象事業者から交付の申請があったときは、当該申請に係る書類
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の審査及び交付事業の内容が適正であるかどうかを調査し、当該申請に係る交付金を交

付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。 
2 この法人は、前項の規定により交付金の交付の決定をしたときは、その決定の内容を

交付対象事業者に対し通知するものとする。この場合において、市（区）町村に通知す

るときは、都道府県を経由するものとする。 
 
（大学に対する交付金の交付等） 

第9条 この法人は、前条に基づく交付決定を行った後、大学に対し、整備拡充事業費交付

金を速やかに交付するものとする。 
2 前項の規定により交付金の交付を受けた大学は、整備拡充事業に係る実績報告書（様

式第３号）を毎事業年度終了後３ヶ月以内に、財団に提出するものとする。 
 
（都道府県、市（区）町村及び公益法人に対する交付金の交付等） 

第10条 この法人は、都道府県又は市（区）町村から交付事業の実績報告書（様式第４号）

及び交付請求書（様式第５号）が提出されたときは、交付金の対象である事業が適正に

行われていることを確認したうえ、年度末に一括して当該都道府県又は市（区）町村に

対し長寿社会づくりソフト事業費交付金を交付するものとする。この場合において、市

（区）町村が実績報告書及び交付請求書をこの法人に提出するときは、都道府県を経由

するものとする。 
 
（補則） 

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 
附 則（平成元年９月１日） 

この要綱は、平成元年９月１日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 
附 則（平成２年２月１５日） 

この要綱は、平成２年２月１５日から施行する。 
附 則（平成５年４月１日） 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 
附 則（平成７年４月１日） 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 
附 則（平成７年５月 26 日） 

この要綱は、平成７年５月 26 日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 
附 則（平成 8 年 8 月 30 日） 

この要綱は、平成 8 年 8 月 30 日から施行し、平成 8 年 7 月 5 日から適用する。 
附 則（平成 9 年 4 月 1 日） 

 
 

18 年法律第 48 号)の規定により設立された一般社団法人及び一般財団法人並びに公益

法人認定法第 5 条の規定に適合すると認められた法人(以下「公益法人等」という。)
でこの法人が特に認めるもの 

 
（交付金の財源区分） 

第4条 第 2 条に規定する交付事業の財源は、次の各号に掲げるものをもって充てる。 
一 整備拡充事業費交付金        地域医療等振興事業分に係る宝くじ交付金 
二 長寿社会づくりソフト事業費交付金  長寿社会づくりソフト事業分に係る宝くじ 

交付金 
 
（交付方針の決定） 

第5条 この法人は、毎年度、交付金の対象とする交付事業の交付方針を決定するものとす

る。 
2 前項に規定する決定を行うにあたっては、あらかじめ地域医療等振興事業費交付金審査

会（以下「審査会」という。）の意見を聴くものとする。 
 
（一般事業に係る交付金の交付の内示） 

第6条 この法人は、栃木県から宝くじ交付金の内示を受けたときは、審査会の意見を聴い

てあらかじめ定める算定方法に基づいて、一般事業に係る都道府県ごとの交付上限額を

算定し、各都道府県に対し速やかに通知するものとする。 
 
（交付金の交付の申請） 

第7条 交付対象事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類

をこの法人に提出するものとする。ただし、市（区）町村にあっては、都道府県を経由

するものとする。 
一 交付金交付申請書（整備拡充事業にあっては様式第１号、長寿社会づくりソフト事

業にあっては様式第 2 号） 
二 その他財団が必要と認める書類 

2 都道府県は、市（区）町村からの特定事業交付申請書の経由を行う場合、当該交付申

請書に副申（様式第２号の２）を添付してこの法人に送付するものとする。 
3 第１項に掲げる交付申請書等の提出は、大学にあっては四半期ごとに、都道府県、市

（区）町村及び公益法人にあっては特定事業又は一般事業ごとに年１回まとめて行うも

のとする。 
 
（交付金の交付の決定及び通知） 

第8条 この法人は、交付対象事業者から交付の申請があったときは、当該申請に係る書類
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様式第２号 
 

   第   号 
平成  年  月  日 

 
公益財団法人 地域社会振興財団 
理 事 長  ○ ○  ○ ○  殿  
 

交付対象事業者代表者名       ㊞ 
 
 

平成３０年度長寿社会づくりソフト事業費交付金         事業  交付申請書 
 

 
 
平成３０年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業に係る       事業交付金 
 
      千円を交付されるよう地域医療等振興事業費交付金交付事業実施規程第７条の規

定により関係書類を添えて申請します。 
 
事 業 計 画                              （単位：千円） 

番 
号 

事業 
区分 事 業 の 名 称  事業計画概要 総事業費 財 源 内 訳 摘 

要 交 付 金 自己負担金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

合    計     

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:        

（注）１ この様式及び関係書類は、A4 判（縦長）を用いてください。 
２ 事業区分は、当該年度に選定した特定事業の区分記号を記入してください。 
３ 他の団体に対し委託、補助等を行うときは、摘要欄にその事項を記入して下さい。 

特定 

一般 

特定 

一般 

 
 

この要綱は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則（平成 14 年 9 月 27 日） 

この要綱は、平成 14 年 9 月 27 日から施行し、平成 13 年 12 月 28 日から適用する。 
附 則（平成 24 年 10 月 25 日） 

この要綱は、平成 24 年 10 月 25 日から施行し、平成 24 年 9 月 7 日から適用する。 
附 則（平成 25 年規程第 7 号） 

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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様式第２号 
 

   第   号 
平成  年  月  日 

 
公益財団法人 地域社会振興財団 
理 事 長  ○ ○  ○ ○  殿  
 

交付対象事業者代表者名       ㊞ 
 
 

平成３０年度長寿社会づくりソフト事業費交付金         事業  交付申請書 
 

 
 
平成３０年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業に係る       事業交付金 
 
      千円を交付されるよう地域医療等振興事業費交付金交付事業実施規程第７条の規

定により関係書類を添えて申請します。 
 
事 業 計 画                              （単位：千円） 

番 
号 

事業 
区分 事 業 の 名 称  事業計画概要 総事業費 財 源 内 訳 摘 

要 交 付 金 自己負担金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

合    計     

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:        

（注）１ この様式及び関係書類は、A4 判（縦長）を用いてください。 
２ 事業区分は、当該年度に選定した特定事業の区分記号を記入してください。 
３ 他の団体に対し委託、補助等を行うときは、摘要欄にその事項を記入して下さい。 

特定 

一般 

特定 

一般 

 
 

この要綱は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則（平成 14 年 9 月 27 日） 

この要綱は、平成 14 年 9 月 27 日から施行し、平成 13 年 12 月 28 日から適用する。 
附 則（平成 24 年 10 月 25 日） 

この要綱は、平成 24 年 10 月 25 日から施行し、平成 24 年 9 月 7 日から適用する。 
附 則（平成 25 年規程第 7 号） 

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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様式第４号 
 

   第   号 
平成  年  月  日 

 
公益財団法人 地域社会振興財団 
理 事 長  ○ ○  ○ ○  殿  
 

交付対象事業者代表者名       ㊞ 
 

平成３０年度長寿社会づくりソフト事業費交付金        事業 実績報告書 
 
平成  年  月  日付け地域振総第    号で交付決定の通知があった長寿社会づくり

ソフト事業の実施状況は、次のとおりであるので報告します。 
 

（単位：千円） 

番号 事業 
区分 事 業 の 名 称 実施概要 事  業 

完了時期 支 出 総 額 交付決定額 摘 
要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

合          計    

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:        

（注）この様式及び関係書類はＡ４判（縦長）を用いてください。 

特定 

一般 

 

様式第２号の２ 
 

   第   号 
平成  年  月  日 

 
公益財団法人 地域社会振興財団 
理 事 長  ○ ○  ○ ○  殿  
 

都 道 府 県 知 事 名       ㊞ 
 
 

平成３０年度特定事業（市（区）町村分）交付申請に係る副申 
 
 
管下市（区）町村の特定事業の交付申請について、次のとおり進達します。 
 

番

号 
事業 
区分 市（区）町村名 意 見 書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

（注）１ この様式は、Ａ4 判（縦長）を用いてください。 
２ 都道府県で判断する優先順位の順に記入してください。 
３ 「意見等」欄は、交付対象事業者として適当であると認めた理由等を記入してください。 
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様式第４号 
 

   第   号 
平成  年  月  日 

 
公益財団法人 地域社会振興財団 
理 事 長  ○ ○  ○ ○  殿  
 

交付対象事業者代表者名       ㊞ 
 

平成３０年度長寿社会づくりソフト事業費交付金        事業 実績報告書 
 
平成  年  月  日付け地域振総第    号で交付決定の通知があった長寿社会づくり

ソフト事業の実施状況は、次のとおりであるので報告します。 
 

（単位：千円） 

番号 事業 
区分 事 業 の 名 称 実施概要 事  業 

完了時期 支 出 総 額 交付決定額 摘 
要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

合          計    

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail:        

（注）この様式及び関係書類はＡ４判（縦長）を用いてください。 

特定 

一般 

 

様式第２号の２ 
 

   第   号 
平成  年  月  日 

 
公益財団法人 地域社会振興財団 
理 事 長  ○ ○  ○ ○  殿  
 

都 道 府 県 知 事 名       ㊞ 
 
 

平成３０年度特定事業（市（区）町村分）交付申請に係る副申 
 
 
管下市（区）町村の特定事業の交付申請について、次のとおり進達します。 
 

番

号 
事業 
区分 市（区）町村名 意 見 書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

（注）１ この様式は、Ａ4 判（縦長）を用いてください。 
２ 都道府県で判断する優先順位の順に記入してください。 
３ 「意見等」欄は、交付対象事業者として適当であると認めた理由等を記入してください。 
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様式第５号 
平成３０年度長寿社会づくりソフト事業費交付金交付請求書 

 

特定事業交付金額 金                      千円 

一般事業交付金額 金                      千円 

合     計 金                      千円 

交 付 金 振 込 希 望 
金 融 機 関 名 

 
ふ り が な          ふ り が な 

銀 行            支 店 
 
普通・当座  口座番号 
 
            ふ り が な 
名   義 

平成  年  月  日付け地域振総第    号で交付決定の通知があった長寿社会づくり

ソフト事業については、別紙実績報告書のとおりであるので地域医療等振興事業費交付金交付事業

実施規程第 10 条の規定により、次のとおり交付されるよう請求します。 
 
平成  年   月   日 

 
公益財団法人 地域社会振興財団 
理 事 長  ○ ○  ○ ○  殿  
 

交付対象事業者代表者名       ㊞ 
 

事 務 担 当 

所属・職・氏名  

連 絡 先 電話    （  ）    内線（   ）E-mail: 

（注１）この様式はＡ４判（縦長）を用いてください。 



内　容　照　会　等　連　絡　先

〒 329-0498　栃木県下野市薬師寺 3311-160

公益財団法人　地域社会振興財団　総務課

ＴＥＬ　０２８５－４４－３８４０
ＦＡＸ　０２８５－４４－７８３９
ＵＲＬ　http://zcssz.or.jp
E-Mail　 fdc ＠ zcssz.or.jp


